
摂
津
源
氏
一
門

－
軍
事
貴
族
の
性
格
と
展
開
1

兀

木

泰

雄
，

一
の
勢
基
盤
は
狭
量
・
彼
ら
は
在
地
領
主
一
般
に
は
敵
対
す
る
立
場
に
あ
・
た
の
で
あ
る
・
や
が
て
・
平
清
盛
．
源
覇
ら
は
こ
う
し
た
限
界
を
姦

…
し
、
広
汎
な
地
方
武
士
を
組
織
し
得
た
が
、
摂
津
源
疵
【
門
は
遂
に
京
武
者
を
脱
却
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
史
林
六
七
巻
六
号
　
【
九
八
四
年
＋
「
月

は
　
じ
　
め
　
に

摂津源氏一門（元木）

王
朝
貴
族
を
芳
年
さ
せ
た
承
平
・
天
慶
の
乱
に
よ
っ
て
、
国
家
の
軍
事
体
制
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

と
払
ソ

わ
け
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
は
経
滞
流
の
清
和
源
氏
、
貞
盛
流
の
桓
武
平
氏
、
そ
し
て
秀
郷
流
の
藤
原
氏
と
い
っ
た
有
力
な
武
門
が
、
中
央

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
並
存
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
後
彼
ら
の
子
孫
は
一
1
政
争
に
よ
る
淘
汰
・
盛
衰
を
経
験
し
な
が
ら
i
－
官
人
と
し
て
中
央
政

界
に
関
与
す
る
と
と
も
に
、
代
々
軍
事
を
家
職
と
し
て
国
家
の
軍
事
力
の
中
枢
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

中
央
の
官
職
を
帯
す
る
武
門
を
・
軍
事
貴
族
し
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
個

平
安
時
代
後
半
に
お
け
る
、
こ
う
し
た

（827）1



　
さ
て
、
中
央
に
成
立
し
た
当
初
の
軍
事
貴
族
の
な
か
で
、
摂
関
家
に
い
ち
早
く
結
び
つ
い
て
、
そ
の
政
治
的
謀
略
に
加
担
し
、
政
界
に
お
け

る
強
力
な
地
歩
を
築
い
た
の
が
経
基
の
嗣
子
満
仲
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
立
場
は
三
画
面
息
男
、
頼
光
・
頼
親
・
頼
信
に
も
継
承
さ
れ
、
彼

ら
は
各
々
摂
津
・
大
和
・
河
内
源
氏
を
称
し
て
分
立
、
軍
事
貴
族
と
し
て
繁
栄
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
就
中
、
頼
信
に
始
ま
る
河

内
源
氏
の
一
門
は
、
代
々
辺
境
内
乱
鎮
定
に
活
躍
し
て
武
名
を
高
め
た
の
を
は
じ
め
、
後
に
は
武
士
政
権
確
立
の
立
役
者
頼
朝
を
出
す
な
ど
歴

史
上
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
が
ゆ
え
に
、
あ
た
か
も
清
和
源
氏
本
々
の
ご
と
く
考
え
ら
れ
て
い
る
と
雷
え
よ
う
。
し
か
し
分
立
の

初
期
に
官
位
の
点
で
最
も
上
位
に
あ
り
、
さ
ら
に
満
仲
の
本
領
と
も
言
え
る
多
田
荘
を
伝
領
し
て
い
た
こ
と
等
々
か
ら
判
断
し
て
、
嫡
流
の
地

位
に
あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
頼
光
の
系
統
－
摂
津
源
氏
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
摂
津
源
氏
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
頼
光
と
そ
の
男
頼
国
、
そ
し
て
治
承
・
寿
永
の
内
乱
の
日
火
を
切
っ
た
頼
政
ら
に
関
す
る

　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

伝
記
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
を
除
け
ば
、
一
門
の
事
蹟
や
変
．
遷
さ
え
も
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
に

お
け
る
第
一
の
課
題
は
、
頼
光
以
後
の
一
門
の
政
治
的
・
軍
事
的
な
立
場
、
さ
ら
に
所
領
の
性
格
等
に
つ
い
て
時
期
を
逐
っ
て
具
体
的
に
検
討

を
加
え
、
そ
の
存
在
形
態
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
頼
光
の
孫
国
房
に
始
ま
る
｝
門
の
支
流
美
濃
源
氏
～
族
も
、
史
料
に

恵
ま
れ
て
い
る
上
に
特
色
あ
る
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
考
察
の

対
象
と
す
辮
　
　
　
　
　
　
　
　
頼
光
鶴
」
雛
f
躍
畠
勲
韓
撫
鮪

　
一
方
、
本
稿
に
お
け
る
第
二
の
、
そ
し
て
よ
り
重
要
な
課
題
は
、
摂
津

源
氏
一
門
の
分
析
を
通
し
て
軍
事
貴
族
層
全
般
に
関
す
る
政
治
史
的
な
段

階
区
分
を
行
な
い
、
各
時
期
の
性
格
・
特
質
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

と
く
に
、
軍
事
貴
族
層
と
、
摂
関
家
、
院
を
は
じ
め
と
す
る
荘
園
領
主
権

門
、
そ
し
て
在
地
領
主
層
と
の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
ゆ
く
こ

と
に
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
安
後
期
の
京
に
並
存
し
て
い
た
源
氏
・

　
（
一
」
）

…
仲
政

　
号
多
田

i
頼
憲

頼
政
　
　
仲
綱

i
書
房
－
↓
兀
國
－
嘱
一
光
信
・
…
一
光
長

〔
美
濃
源
氏
〕

［
光
保

（r尊卑分脈』による）
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平
氏
等
の
諸
々
の
軍
事
貴
族
の
歴
史
的
役
割
を
考
察
し
、
武
士
政
権
成
立
過
程
を
再
検
討
す
る
手
掛
り
を
得
た
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
目
的
に
至
る
た
め
に
、
摂
関
期
に
お
け
る
頼
光
・
頼
国
、
院
政
初
期
に
お
け
る
頼
綱
・
国
房
兄
弟
、
そ
し
て
院
政
・
内
乱
期
に
お
け

る
美
濃
、
多
灘
源
氏
の
一
族
と
源
頼
政
の
各
時
期
に
区
分
し
て
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

　
な
お
、
本
稿
で
ふ
れ
る
主
要
な
人
物
を
系
図
で
略
記
す
る
と
前
野
の
よ
う
に
な
る
。

①
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
堂
口
説
・
井
上
満
郎
著
『
平
安
時
代
軍
事
制
度
の

　
研
究
』
」
（
『
史
林
』
六
五
ー
ヨ
所
収
）
で
論
じ
た
。

②
こ
の
呼
称
は
従
来
厳
密
な
規
定
を
行
な
わ
れ
ず
に
淡
然
と
胴
い
ら
れ
、
定
着
し

　
て
き
た
が
、
語
義
か
ら
考
え
て
か
か
る
規
定
が
最
も
妥
影
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

　
逆
に
本
稿
で
軍
事
貴
族
と
規
定
し
た
存
在
に
つ
い
て
、
　
「
都
の
武
者
」
、
「
棟
梁
級

　
武
士
」
と
い
っ
た
呼
び
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
階
層
性
が
表
現
さ
れ
ず
適

　
切
で
は
な
い
。

⑧
　
そ
れ
ぞ
れ
、
『
源
頼
光
』
（
人
物
叢
磐
）
、
　
「
源
頼
国
」
（
『
古
代
文
化
』
十
九
1

　
六
、
二
〇
一
三
所
収
）
以
上
鮎
沢
寿
氏
、
多
賀
宗
隼
氏
著
『
源
頼
政
』
（
人
物
叢

　
磐
）
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
各
人
物
の
事
蹟
・
生
涯
等
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

④
前
註
③
以
外
の
研
究
と
し
て
は
、
角
田
文
衛
氏
「
源
頼
綱
の
娘
た
ち
」
、
同
灰

　
「
源
経
光
の
死
」
（
と
も
に
同
氏
著
『
王
朝
の
映
像
』
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
ま

　
た
多
田
一
族
全
体
に
関
す
る
記
述
と
し
て
は
『
兵
庫
県
史
隠
銘
一
巻
（
大
山
需
平

　
氏
執
簑
）
、
『
川
西
市
史
』
第
一
巻
（
熱
田
公
傷
執
筆
）
に
一
．
α
っ
て
ふ
れ
ら
れ
て
い

　
る
が
、
簡
潔
な
概
観
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

⑤
　
美
濃
源
氏
に
つ
い
て
は
宮
崎
康
充
氏
「
古
代
末
期
に
お
け
る
美
濃
源
氏
の
動
向
」

　
（
『
需
陵
部
紀
要
』
三
〇
号
所
収
）
に
お
い
て
詳
細
な
事
蹟
、
郎
等
に
関
す
る
研
究

　
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
か
か
る
成
果
に
従
っ
て
、
一
族
の
歴
史
的
性
格
を
分
析
す
る
。

一
　
頼
光
と
頼
團
一
兵
家
貴
族

摂津源玩一門（元木）

　
ま
ず
一
門
の
始
祖
で
あ
る
頼
光
と
、
そ
の
嫡
子
頼
国
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
の
事
蹟
・
経
歴
等
に
つ
い
て
は
鮎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

沢
寿
氏
の
研
究
に
詳
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
彼
ら
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
立
場
と
、
軍
事
貴
族
と
し
て
の
性
格
と
の
関
係
を
中
心
に
、
簡
単
に

取
り
上
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
さ
て
、
当
時
の
最
も
信
頼
す
べ
き
史
料
で
あ
る
日
記
類
に
よ
っ
て
彼
ら
の
生
涯
を
概
括
す
る
と
、
軍
事
貴
族
と
し
て
の
活
動
や
性
格
は
ほ
と

ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
大
国
・
上
国
の
受
領
を
数
多
く
歴
任
し
、
位
階
は
正
四
位
下
に
至
り
、
内
昇
殿
も
聴
許
さ
れ
る
な
ど
、
い
わ

ば
最
大
級
の
成
功
を
遂
げ
た
受
領
層
の
典
型
と
も
雷
う
べ
き
生
涯
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
寛
仁
二
（
一
〇
一
八
）
年
、
道
長
の

3　（829）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

土
御
門
第
峻
工
に
際
し
頼
光
が
そ
の
調
度
一
切
を
献
じ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
、
摂
関
家
に
対
す
る
彼
ら
の
経
済
的
な
奉
仕
が
、
そ
の
栄
進
の

　
　
　
　
　
③

原
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
文
学
・
説
話
等
か
ら
判
断
し
て
、
頼
光
が
す
ぐ
れ
た
武
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

彼
は
父
満
愈
愈
と
同
様
に
、
官
職
と
無
関
係
に
警
備
活
動
に
起
用
さ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
問
題
と
な
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

頼
光
等
軍
事
貴
族
の
こ
う
し
た
性
格
・
活
動
に
つ
い
て
一
治
安
の
繁
乱
者
と
な
る
場
合
を
除
い
て
－
道
長
以
下
の
上
流
貴
族
が
ほ
と
ん
ど

記
録
に
書
き
残
さ
な
か
っ
た
点
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
軍
事
貴
族
に
お
け
る
「
軍
事
」
的
側
面
は
、
当
時
の
支
配
者
に
と
っ
て
さ
せ
る
関
心

の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
頼
光
・
頼
国
が
活
躍
し
た
十
一
世
紀
初
期
の
政
治
情
勢
は
比
較
的
安
定
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
で
あ
り
、
辺
境
内
乱
以
外
に
大
規
模
な
武
力
を
必
要
と
す
る
事
態
は
存
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
頼
光
以
下
の
軍
事
貴
族
層
も
、

基
本
的
に
は
単
な
る
中
・
下
級
貴
族
の
一
員
と
看
倣
さ
れ
、
受
領
と
し
て
収
奪
に
励
み
、
経
済
的
な
奉
仕
を
期
待
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
言

え
る
。
頼
光
ら
が
、
r
貴
族
社
会
に
違
和
感
な
く
存
在
し
得
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
軍
事
貴
族
は
軍
事
的
側
面
を
公
然
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
軍
事
は
彼
ら
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

っ
て
非
公
式
な
も
の
で
あ
り
、
公
的
な
評
価
の
対
象
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
的
な
家
職
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
緊
急

な
盗
賊
追
捕
や
警
備
は
と
も
か
く
、
大
規
模
な
内
乱
鎮
圧
に
際
し
て
追
討
使
を
任
ず
る
場
合
、
軍
事
貴
族
の
軍
事
的
力
量
よ
り
も
、
そ
の
任
務

に
相
応
し
い
官
職
を
帯
す
る
か
否
か
が
ま
ず
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
軍
事
貴
族
の
家
職
よ
り
、
そ
の
官
職
が
優
越
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
例
え

ば
忠
常
の
乱
に
お
い
て
、
「
堪
レ
事
」
と
評
さ
れ
た
源
頼
信
を
間
め
て
、
平
直
方
と
明
法
官
人
中
原
成
道
が
検
非
違
使
で
あ
る
が
ゆ
え
に
派
遣
さ

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

れ
、
さ
ら
に
頼
信
起
用
の
際
も
乱
地
の
近
国
・
甲
斐
の
国
守
任
命
を
前
提
と
し
て
い
た
等
の
事
態
は
、
右
の
点
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
か

か
る
軍
事
貴
族
の
立
場
は
、
官
職
と
無
関
係
に
、
院
・
朝
廷
等
に
よ
っ
て
軍
事
的
に
起
用
さ
れ
る
機
会
が
数
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

世
紀
以
後
の
軍
事
貴
族
の
場
合
と
大
き
く
異
な
る
も
の
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
軍
事
的
側
面
を
公
然
化
せ
ず
、
貴
族
社
会
に
違
和
感

な
く
存
し
た
軍
事
貴
族
を
、
　
「
兵
家
貴
族
」
と
規
定
し
て
、
以
後
と
区
別
す
る
。
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最
後
に
、
頼
光
・
挙
国
と
摂
関
家
家
政
と
の
関
係
に
つ
い
て
若
千
ふ
れ
て
お
こ
う
。
頼
光
が
兼
家
・
道
長
等
に
対
し
て
経
済
奉
仕
を
行
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
家
司
等
と
し
て
そ
の
家
産
機
構
に
組
み
込
ま
れ
た
明
証
は
存
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
春
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

時
代
か
ら
勤
仕
し
た
と
は
言
え
道
長
と
政
治
的
に
対
立
し
た
三
条
上
皇
に
院
別
当
と
し
て
奉
仕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
頼
光
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ず
し
も
摂
関
家
の
家
産
機
構
に
は
密
着
せ
ず
、
　
「
大
臣
・
公
卿
ヨ
リ
始
テ
世
ノ
人
皆
此
レ
ヲ
用
イ
」
た
と
伝
え
ら
れ
る
父
満
仲
と
共
通
し
た
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

場
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
頼
国
は
一
貫
し
て
道
長
の
女
彰
子
に
仕
え
て
い
る
し
、
若
き
日
に
春
宮
敦
成
親
王
（
彰
子
の
所
生
、
後
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

条
天
皇
）
蔵
人
も
経
験
す
る
な
ど
、
常
に
道
長
一
門
の
家
産
機
構
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
が
道
長
の
私
的
制
裁
を
轄
助
し
た
事
例
も
あ

⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

り
、
父
頼
光
に
比
し
て
摂
関
家
と
の
関
係
を
深
め
て
い
た
事
は
疑
い
な
い
。
こ
う
し
た
姿
勢
は
頼
国
の
後
継
者
と
考
え
ら
れ
る
貫
籍
に
継
承
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
頼
光
・
頼
国
は
軍
事
貴
族
に
属
す
る
と
は
言
え
、
軍
事
的
な
事
蹟
を
殆
ん
ど
記
録
に
残
さ
ず
、
一
般
貴
族
と
何
ら
変
わ
り
な
い
活
動

・
官
歴
を
辿
っ
た
こ
と
に
な
り
、
兵
家
貴
族
を
全
う
し
た
と
雷
え
る
。
し
か
し
、
十
一
世
紀
後
半
以
降
の
政
治
情
勢
の
緊
迫
に
伴
っ
て
、
こ
の

一
門
の
存
在
形
態
も
変
化
す
惹
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
章
で
は
頼
国
の
多
く
の
男
子
の
中
で
、
最
も
史
料
に
恵
ま
れ
、
軍
窮
貴

族
と
し
て
の
性
格
を
継
承
し
た
二
人
一
頼
綱
と
国
房
を
取
り
上
げ
て
、
一
門
の
性
格
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

①
　
鮎
沢
懸
軍
『
源
頼
光
』
（
人
物
叢
諮
）
、
同
氏
「
源
近
国
」
（
『
古
代
文
化
』
十
九

　
一
六
、
　
一
一
〇
－
三
所
収
）

②
　
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
六
月
二
十
臼
条
。

⑧
詳
細
に
つ
い
て
は
鮎
沢
氏
前
掲
書
参
照
。

④
『
栄
華
物
語
』
に
よ
る
と
、
長
徳
二
年
の
伊
周
・
難
文
兄
弟
の
逮
捕
に
際
し
、

　
頼
光
は
衛
府
詰
所
で
警
衛
に
当
た
っ
た
と
言
う
。
な
お
満
紳
等
の
警
察
活
動
に
つ

　
い
て
は
、
虻
田
豊
彦
氏
「
王
朝
軍
事
機
構
と
内
乱
」
（
『
岩
波
講
癌
日
本
歴
史
』
第

　
四
巻
所
収
）
に
詳
し
い
。

⑤
こ
の
時
期
の
軍
事
貴
族
の
治
安
棄
乱
者
的
な
性
格
、
及
び
京
・
所
領
に
お
け
る

　
存
在
形
能
脚
等
に
つ
い
て
は
、
高
橋
昌
明
氏
「
伊
勢
平
氏
の
成
立
と
展
開
」
（
『
籍
本

　
史
研
究
』
一
五
七
・
八
号
所
収
、
の
ち
同
矯
著
『
清
盛
以
前
一
畳
勢
平
氏
の
興

　
隆
1
』
第
一
章
に
転
載
）
に
お
い
て
、
平
貝
衡
及
び
致
頼
ら
の
活
動
を
通
し
て

　
詳
細
、
か
つ
包
抵
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
　
こ
の
時
期
に
は
大
衆
微
訴
は
ま
だ
発
生
し
て
お
ら
ず
、
内
乱
以
外
で
は
大
向
、

　
盗
賊
追
捕
等
が
京
に
お
い
て
最
も
武
力
を
必
要
と
す
る
事
件
で
あ
っ
た
。

⑦
そ
れ
ゆ
え
に
、
軍
事
貴
族
は
自
身
の
判
断
に
よ
っ
て
子
患
を
武
人
以
外
の
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
）

　
に
っ
か
せ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
『
中
外
抄
』
に
「
頼
信
、

　
子
叢
入
。
太
郎
頼
．
義
を
武
老
二
仕
郷
を
。
次
部
頼
浩
を
ハ
蔵
入
二
成
給
、
三
郎
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醇
鎧
．
不
・
用
者
テ
候
之
由
、
申
季
治
撃
了
」
と
あ
る
。

⑧
　
　
『
左
経
記
』
長
一
兀
一
兀
年
山
ハ
月
二
十
－
…
臼
条
に
、
門
｛
疋
刊
奏
居
コ
焦
柵
下
野
鳳
平
巾
心
経
盈
守

　
追
討
人
六
畑
上
達
部
串
二
伊
勢
前
守
頼
信
朝
繊
壌
レ
事
之
由
刃
而
仰
丁
以
二
右
衛
門
尉

覇
臣
募
、
志
中
原
成
道
愈
愈
可
選
之
盤
右
大
弁
鼠
壁
伝
・
宣
、
則
仰

　
ソ
史
云
女
」
と
あ
る
。
無
論
軍
事
貴
族
と
し
て
の
立
場
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
最

　
終
的
に
官
職
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

⑨
　
『
日
本
紀
略
臨
長
元
三
年
九
月
二
日
条
。

⑩
　
か
か
る
段
階
の
軍
事
貴
族
に
つ
い
て
は
一
〇
頁
以
降
で
詳
述
す
る
。

⑪
　
な
お
、
帖
馬
長
の
家
司
に
つ
い
て
は
佐
藤
堅
一
氏
「
封
建
的
主
従
関
係
の
源
流
に

　
関
す
る
一
試
論
－
摂
闘
家
家
司
に
つ
い
て
一
」
　
（
安
田
元
久
巨
編
『
初
期
封

建
制
の
研
究
』
所
駁
）
に
よ
っ
て
精
細
に
検
討
ざ
れ
て
い
る
。

⑫
『
小
言
記
』
長
和
五
年
五
月
九
日
条
。

⑬
『
今
菅
物
語
臨
巻
十
九
、
「
摂
津
遡
源
ノ
満
紳
鋤
家
語
」
第
四
。

⑭
　
彼
は
皇
太
后
宮
大
進
（
『
小
右
記
』
長
和
三
年
四
月
十
八
日
条
）
、
太
皇
太
后
宮

　
大
進
（
『
小
右
認
』
寛
仁
二
年
十
月
二
十
二
目
条
）
、
上
東
門
院
別
当
（
『
風
霜
記
晒

　
長
元
陽
年
九
月
二
十
五
霞
台
）
と
し
て
、
一
貫
し
て
彰
子
に
仕
え
て
い
る
。

⑯
　
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
五
年
十
月
十
七
二
条
。

⑯
　
　
『
小
右
記
』
長
和
二
年
正
月
二
十
七
ほ
条
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
摂

　
関
家
に
お
け
る
私
的
制
裁
に
つ
い
て
ー
ー
十
一
・
二
世
紀
を
中
心
に
；
1
」
（
『
日

　
本
史
研
究
』
二
五
五
号
所
収
）
で
ふ
れ
た
。

6　（832）

二
　
頼
綱
と
国
房
i
兵
家
貴
族
の
変
貌
一

1

頼
　
綱
－
摂
津
源
氏
の
転
機
1

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
は
魚
鋤
の
男
子
と
し
て
六
人
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
四
位
に
至
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
末
の
三
人
、

実
国
・
頼
綱
・
国
房
で
あ
る
。
二
男
頼
資
の
闘
乱
事
件
に
よ
る
配
流
、
失
脚
な
ど
、
政
変
・
事
変
に
伴
な
う
嫡
流
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考

　
　
　
　
①

え
ら
れ
る
。
さ
て
、
右
の
三
者
は
い
ず
れ
も
受
領
の
地
位
を
獲
得
し
、
ほ
ぼ
同
等
の
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
が
、
後
で
も
取
り
上
げ
る
国
房

は
美
濃
に
所
領
を
有
し
た
ご
と
く
嫡
流
と
は
考
え
難
い
し
、
護
国
に
つ
い
て
は
確
実
な
記
録
に
乏
し
く
、
　
『
尊
卑
分
脈
』
の
記
載
を
俄
に
信
受

で
き
な
吻
・
こ
れ
に
対
し
・
頼
綱
は
事
蹟
も
明
白
で
・
活
動
内
容
や
院
●
摂
関
家
を
含
む
姻
威
関
係
・
本
領
摂
津
藷
の
伝
領
管
の
点
か
ら

判
断
し
て
、
彼
が
嫡
男
の
位
遣
に
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
こ
の
頼
綱
は
、
　
「
歌
の
道
に
と
り
て
人
も
ゆ
る
せ
け
り
、
我
身
も
こ
と
の
ほ
か
に
お
も
ひ
あ
か
り
た
る
け
し
き
な
り
」
と
ま
で
評
さ
れ
た
抜

群
の
歌
才
を
通
し
て
多
く
の
上
流
貴
族
と
交
流
を
深
め
た
の
を
は
じ
め
、
後
述
す
る
摂
関
家
、
そ
し
て
白
河
院
へ
の
接
近
も
図
っ
て
い
る
。
院
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④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
対
し
て
は
、
長
子
明
国
を
そ
の
蔵
人
に
任
じ
、
さ
ら
に
女
子
を
後
宮
に
送
っ
て
後
の
斎
院
辛
子
内
親
王
を
儲
る
に
至
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼

は
、
父
祖
と
同
様
に
貴
族
社
会
で
違
和
感
な
く
安
定
し
た
地
位
を
有
し
て
い
た
が
、
一
方
重
要
な
立
場
の
変
化
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
初
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
家
財
中
枢
へ
の
関
与
、
所
領
増
進
と
い
う
二
点
に
お
け
る
摂
関
家
と
の
関
係
の
変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
頼
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
承
保
二
（
一
〇
七
五
）
年
以
前
か
ら
師
実
家
厩
別
当
で
あ
っ
た
し
、
寛
治
二
（
一
〇
八
八
）
年
無
工
月
に
行
な
わ
れ
た
堅
実
の
男
・
師
通
の
任
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

臣
大
饗
で
は
、
大
饗
雑
事
の
行
事
の
一
人
と
な
り
、
さ
ら
に
上
客
料
屠
所
の
政
所
方
行
事
を
勤
仕
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
師
実
家
の

政
所
別
当
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
摂
関
家
家
産
機
構
の
中
枢
に
組
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
る
。

前
述
（
五
頁
）
し
た
頼
光
・
頼
国
の
時
期
に
比
し
て
、
摂
関
家
と
の
関
係
は
一
段
と
密
接
化
し
た
と
言
え
る
。

　
一
方
、
『
系
図
最
要
』
に
「
住
轟
摂
州
多
田
↓
因
称
二
号
多
田
こ
と
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
頼
綱
は
満
仲
以
来
の
由
緒
を
も
つ
多
田
荘
を

本
拠
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
多
田
荘
は
、
建
長
五
（
＝
一
五
三
）
年
作
成
の
「
近
衛
家
所
領
目
録
」
に
「
京
極
殿
堂
領
」
と

　
　
　
　
　
⑧

記
さ
れ
て
お
り
、
師
実
の
時
期
に
摂
関
家
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
年
代
の
点
か
ら
考
え
て
、
こ
れ
が
頼
綱
に
よ
る
寄
進
で
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
十
二
世
紀
初
期
に
は
京
極
殿
繊
法
に
際
し
、
例
年
松
百
二
十
把
を
宛
課
さ
れ
て
お
り
、
以
後
摂
関
家
の
家
政

の
一
端
を
支
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
奇
霊
は
政
所
別
当
等
と
し
て
摂
関
家
家
政
の
中
継
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
所
領
を
も
介
し
て
主
家
と
の
結
合
を
緊
密
か

つ
永
続
的
な
も
の
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
も
と
で
多
田
源
氏
一
族
自
体
が
権
門
摂
関
家
に
内
包
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
多
田
荘
を
継
承
し
た
彼
の
子
孫
た
ち
の
運
命
を
も
規
定
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
次
に
、
第
二
の
相
違
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。
　
『
為
房
簿
記
』
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
六
月
二
日
条
に
よ
る
と
、
蜂
起
し
た
比
叡
山

大
衆
の
入
洛
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
頼
綱
は
検
非
違
使
ら
と
と
も
に
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
記
事
を
引
用
す
る
と
、

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
遣
立
朋
下
総
守
源
頼
綱
、
甲
斐
翌
年
仲
宗
、
検
非
違
使
大
夫
尉
平
季
衡
、
尉
季
国
、
紀
章
成
、
志
宗
国
、
信
良
、
置
生
安
部
頼
重
、
井
右
衛
門
上
平
正
解
、

　
同
宗
盛
等
於
堤
下
↓
令
レ
防
レ
之
。
　
（
傍
点
引
用
者
）
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と
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
動
員
さ
れ
た
人
々
の
官
職
の
記
載
方
式
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
増
血
に

は
「
前
下
総
守
」
と
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
甲
斐
守
仲
宗
と
と
も
に
武
的
な
官
職
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
平
瓦
衡
以
下
に
対
す
る
厳
密
な

官
職
の
記
入
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
頼
綱
・
仲
宗
が
武
的
な
官
職
を
兼
任
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
し
た
が
っ
て
頼
綱
は
そ
の
官
職
と
無
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

係
に
、
公
的
な
軍
事
行
動
に
起
用
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
行
動
は
こ
の
一
例
の
み
で
は
あ
る
が
、
父
祖
に
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ

り
、
一
門
の
立
場
が
兵
家
貴
族
段
階
を
脱
皮
し
、
軍
事
を
公
然
化
し
て
ゆ
く
過
渡
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
衆
の
入
洛
に
代
表
さ
れ
る
当
時
の
京
に
お
け
る
軍
事
的
な
緊
張
の
高
揚
に
伴
っ
て
、
右
の
頼
綱
の
よ
う
に
、
官
職
と
は
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

な
く
軍
事
貴
族
で
あ
る
が
た
め
の
動
員
が
増
加
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
軍
事
貴
族
に
と
っ
て
そ
の
家
職
が
官
職
と
同
様
に
公
的
な

性
格
を
帯
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
軍
事
行
動
は
従
来
の
受
領
・
官
人
と
し
て
の
活
動
と
同
等
に
、
公
的
な
評
価

の
対
象
と
も
な
る
わ
け
で
、
彼
ら
が
一
層
の
軍
事
力
強
化
を
図
る
の
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
軍
事
貴
族
の
変
容
・

兵
家
貴
族
段
階
か
ら
の
脱
皮
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、
い
ち
早
く
武
門
と
し
て
の
属
性
を
顕
著
に
表
出
さ
せ
て
活
発
な
軍
事
活
動
を
行
な

っ
た
、
頼
綱
の
弟
国
房
以
下
の
美
濃
源
氏
の
京
及
び
所
領
に
お
け
る
活
動
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

8　（834）

2
　
国
房
と
所
領
経
営

　
頼
光
・
頼
国
と
二
代
に
亘
っ
て
国
守
を
経
験
す
る
な
ど
、
こ
の
一
門
に
と
っ
て
古
く
か
ら
由
緒
の
あ
っ
た
美
濃
国
に
本
拠
を
有
し
、
京
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

所
領
に
お
い
て
活
発
な
活
動
を
行
な
っ
た
の
が
頼
国
の
七
男
・
国
房
で
あ
る
。
国
房
の
史
料
上
の
初
見
は
『
水
左
記
』
康
平
七
（
一
〇
六
四
）
年

十
月
十
九
日
条
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
守
）

　
今
日
陣
定
云
々
。
其
上
大
納
言
殿
。
伊
予
□
源
頼
義
朝
臣
与
昌
故
頼
国
法
師
七
曲
房
一
合
戦
定
云
々
。

と
あ
っ
て
、
早
く
か
ら
国
房
が
武
門
と
し
て
の
性
格
を
明
示
し
て
い
た
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
れ
以
降
も
美
濃
源
氏
一
族
は
河
内
源
氏
と
の
間

に
世
代
を
超
え
た
確
執
を
繰
り
返
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
対
立
の
直
接
的
な
発
端
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
者
が
と
も
に
軍
事
活
動
を
通
し
て
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勢
力
伸
張
を
図
っ
て
い
た
こ
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
影
響
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
美
濃
源
氏
は
代
々
、
河
内
源
氏
の
庇
護

老
で
あ
っ
た
摂
関
家
に
対
し
て
も
敵
対
的
な
行
動
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
院
に
は
早
く
か
ら
接
近
を
図
り
近
侍
し
て
い
る
。
か
か

る
姿
勢
を
院
政
期
を
通
し
て
一
貫
さ
せ
た
点
に
こ
の
一
族
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
特
定
権
門
と
の
密
接
な
結

合
は
、
先
述
し
た
頼
綱
と
摂
関
家
と
の
関
係
（
七
頁
）
と
共
通
す
る
も
の
で
、
こ
の
時
期
の
軍
事
貴
族
に
お
け
る
基
本
的
性
格
の
一
つ
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
さ
て
、
国
房
は
信
濃
・
伊
豆
・
出
羽
・
さ
ら
に
常
陸
等
の
受
領
を
歴
任
す
る
な
ど
、
父
祖
や
兄
頼
綱
ら
と
共
通
し
た
官
歴
を
有
す
る
が
、
反

面
上
流
貴
族
と
の
交
流
・
姻
戚
関
係
、
さ
ら
に
軍
事
的
な
動
員
等
の
京
に
お
け
る
活
動
事
例
は
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。
彼
の
軍
事
貴
族
と

し
て
の
特
性
は
、
む
し
ろ
そ
の
所
領
の
存
し
た
美
濃
国
に
お
け
る
活
動
か
ら
明
瞭
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
先
述
の
頼
義
と
の
抗
争
か
ら
十
五
年
を
経
た
承
暦
三
（
一
〇
七
九
）
年
六
月
に
、
所
領
を
め
ぐ
っ
て
源
重
宗
と
合
戦
を
生
起
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

こ
の
際
、
国
房
は
「
美
濃
国
多
芸
郡
国
房
住
所
」
に
お
い
て
兵
を
興
こ
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
が
所
領
経
営
の
た
め
に
頻
繁
に
京
と
現

地
を
往
反
し
て
い
た
こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。

　
次
い
で
、
国
房
は
十
一
世
紀
末
に
美
濃
国
厚
見
郡
に
あ
る
東
大
寺
領
茜
部
署
の
下
司
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る

の
が
、
彼
が
下
司
に
任
用
さ
れ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
房
は
前
任
の
下
司
で
厚
見
郡
司
で
も
あ
っ
た
伝
統
的
な
豪
族
「
字
厚
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

王
大
夫
政
則
」
と
そ
の
舎
弟
で
同
荘
別
当
を
称
し
た
僧
定
増
ら
の
勢
力
を
、
興
部
荘
内
か
ら
駆
逐
す
る
目
的
で
任
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
国
房
は
荘
園
領
主
の
依
頼
に
よ
っ
て
反
抗
す
る
在
地
領
主
の
抑
圧
に
当
た
っ
た
こ
と
に
な
り
、
彼
の
政
治
的
立
場
が
き
わ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

鮮
明
に
浮
彫
り
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
立
場
は
、
院
の
爪
牙
と
な
っ
た
平
正
盛
・
忠
盛
ら
の
伊
勢
平
氏
は
も
と
よ
り
、
後
述
す
る
よ

う
に
（
一
九
頁
）
摂
関
家
の
権
門
内
統
制
の
武
力
と
し
て
荘
園
管
理
等
も
行
な
っ
た
多
田
源
氏
、
さ
ら
に
辺
境
内
乱
の
鎮
圧
に
お
け
る
河
内
源
氏

⑰等
の
行
動
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
十
一
世
紀
末
以
降
の
軍
事
貴
族
に
お
け
る
、
基
本
的
な
性
格
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
一
方
、
右
の
事
件
の
際
、
国
房
は
宮
人
と
し
て
在
京
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
荘
内
は
郎
等
に
沙
汰
さ
せ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
彼
が
所
領
を
中
心
に
近
隣
に
も
及
ぶ
強
固
な
武
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
房
は
、
嘉
承
元
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（
＝
〇
七
）
年
七
月
置
、
か
か
る
所
領
の
武
力
を
用
い
て
大
規
模
な
軍
事
行
動
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
、
延
暦
寺
の
悪
僧
仁
与
と
結

ん
で
、
　
「
数
多
軍
兵
」
を
率
い
て
東
寺
の
宋
寺
で
あ
る
多
度
神
富
寺
の
所
領
、
尾
張
国
大
成
荘
に
乱
入
し
て
、
種
々
の
狼
蕗
を
行
な
っ
た
上
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

郎
等
平
行
仲
を
そ
の
荘
司
に
任
じ
て
不
法
に
荘
務
を
執
行
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
も
は
や
国
房
の
美
濃
に
お
け
る
武
力
は
、
隣
国
に
及

ぶ
ま
で
に
強
大
化
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
か
か
る
武
力
は
、
い
か
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
有
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

こ
で
、
次
に
所
領
に
お
け
る
武
力
の
形
成
過
程
、
性
格
、
そ
し
て
在
京
活
動
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
当
時
の
軍
事
貴
族
の
特
質
・
立

場
等
に
も
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

10　（836）

3
京
武
者
の
成
立

　
a
、
所
領
に
お
け
る
武
力
の
形
成

　
ま
ず
、
右
に
論
及
し
た
美
濃
源
氏
の
所
領
に
お
け
る
武
力
に
つ
い
て
、
そ
の
形
成
過
程
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
国
房
は
先
述
の
如
く
足
部
荘
下
司
の
地
位
を
有
し
て
い
た
が
、
後
年
経
連
の
一
部
を
私
領
・
豊
郷
に
加
え
よ
う
と
し
て
荘
務
を
停
止
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
鶉
郷
を
相
伝
し
た
国
房
の
息
男
光
国
の
時
期
に
底
部
荘
と
の
紛
争
が
再
燃
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
件
の
主
要
な
原
因
と
な
っ
た
の
は
、

鶉
郷
司
に
よ
る
荘
域
の
侵
犯
、
暴
行
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、

　
件
鶉
郷
住
人
等
、
盗
譜
取
庄
内
牛
馬
雑
物
｛
殺
コ
害
庄
民
↓
焼
コ
失
意
屋
鱒
串
間
、
庄
民
度
々
伺
コ
得
犯
人
↓
尋
訓
顕
職
物
欝
病
難
レ
注
冷
彼
郷
司
等
↓
敢
不
一
左
右
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
因
レ
鼓
強
窃
二
盗
、
放
火
殺
害
、
連
々
不
レ
絶
。

と
い
う
東
大
寺
側
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
郷
の
住
人
（
農
民
）
が
侵
犯
の
一
翼
を
担
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
郷
司
の
指
示
と

無
関
係
で
は
な
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
郷
の
住
人
層
は
武
士
で
あ
る
郷
司
の
保
護
と
指
示
の
も
と
で
、
郷

域
の
拡
張
・
近
隣
荘
園
の
侵
略
に
加
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
活
動
を
通
じ
て
所
領
に
お
け
る
武
力
が
、
組
織
化
・
蓄
積
さ
れ
て
い
っ

た
と
考
え
て
差
支
え
あ
る
ま
い
。
国
房
に
よ
る
「
数
多
軍
兵
」
の
育
成
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
経
緯
を
推
定
し
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
方
、
以
上
の
事
情
は
、
田
中
文
英
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
伊
賀
国
靹
田
荘
に
お
け
る
平
氏
の
武
士
団
形
成
の
過
程
と
共
通
し
て
い
る
の

　
　
⑫

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
主
齋
は
在
京
し
て
お
り
、
現
地
支
配
を
担
当
す
る
郎
従
の
も
と
で
住
人
層
が
武
士
団
へ
組
織
さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
靹
田
荘
の
沙
汰
人
で
あ
っ
た
平
家
貞
や
そ
の
一
族
が
、
主
家
の
中
央
政
界
に
お
け
る
活
動
に
近
侍
、
奉
仕
し
て
い
た
こ
と

を
想
起
す
れ
ば
、
美
濃
源
氏
の
場
合
も
同
様
に
美
濃
の
所
領
に
お
け
る
武
力
が
、
そ
の
在
京
活
動
を
支
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
国
房
の
東
大
寺
領
童
部
荘
下
司
任
用
は
も
と
よ
り
、
後
で
ふ
れ
る
（
一
五
頁
）
息
男
光
国
の
白
河
院
に
よ
る
度
々
の
軍
事
活
動
へ
の
起

用
が
行
な
わ
れ
た
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
所
領
を
基
盤
と
す
る
武
力
の
強
化
・
蓄
積
と
い
う
事
惰
が
介
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
b
、
所
領
に
お
け
る
武
力
の
性
格

　
次
に
、
こ
う
し
た
所
領
に
お
け
る
武
力
が
、
軍
事
貴
族
の
軍
事
力
編
成
の
中
で
、
占
め
て
い
た
位
置
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ

う
。　

先
に
も
ふ
れ
た
平
氏
の
場
合
、
靹
田
荘
を
基
盤
と
す
る
平
家
貞
や
そ
の
子
孫
た
ち
は
常
に
主
家
に
近
侍
し
て
い
た
し
、
そ
の
武
士
団
も
内
乱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

期
に
清
盛
の
私
郎
従
と
称
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
平
氏
の
武
力
編
成
・
主
従
制
の
中
核
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
所
領
と
密
着
す
る

が
ゆ
え
に
、
そ
の
伝
領
と
と
も
に
相
伝
さ
れ
て
、
歴
代
の
主
君
に
一
元
的
・
強
固
に
結
合
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ご
と
き
性
格
を
有
す
る
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
氏
に
限
ら
ず
全
て
の
軍
事
貴
族
に
と
っ
て
、
そ
の
所
領
に
お
け
る
武

力
は
、
軍
事
編
成
、
そ
し
て
主
従
関
係
の
中
核
を
為
す
存
在
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
右
の
総
革
の
よ
う
に
、
主
事
に
近
侍
・
献
身
す
る
郎
従
と
、

そ
れ
に
率
い
ら
れ
る
隷
属
的
な
、
農
民
出
身
の
武
士
を
包
含
す
る
所
領
に
密
着
し
た
武
士
団
こ
そ
、
ま
さ
し
く
「
家
人
型
」
と
称
さ
れ
る
郎
従

の
典
型
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
右
の
よ
う
な
軍
事
貴
族
の
所
領
と
無
関
係
な
、
同
盟
的
な
性
格
を
帯
び
る
所
謂
「
家
来
型
」
郎
従
の
組
織
化
は
、
当
時
の
軍

事
貴
族
層
に
と
っ
て
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
は
原
則
と
し
て
京
の
政
界
に
関
与
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

遠
隔
地
の
広
汎
な
地
方
武
士
と
の
接
触
自
体
き
わ
め
て
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
し
、
し
か
も
独
自
の
給
恩
・
安
堵
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
彼
ら
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に
と
っ
て
、
土
地
を
媒
介
と
し
た
恒
常
的
な
主
従
関
係
の
締
結
は
望
む
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
世
紀
前
半
の
軍
事

貴
族
の
軍
事
力
の
中
で
、
そ
の
所
領
に
お
け
る
武
士
団
は
質
・
量
の
両
面
で
中
核
的
な
位
概
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
彼
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

所
領
は
様
々
な
制
約
に
よ
っ
て
大
き
く
展
開
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
軍
事
貴
族
の
軍
事
的
基
盤
は
き
わ
め
て
狭
隙
な
も
の
と
な
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
軍
事
貴
族
層
が
、
基
本
的
に
在
地
領
主
層
一
般
と
は
懸
隔
し
た
存
在
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼

ら
は
政
治
的
な
栄
進
、
さ
ら
に
追
討
使
・
庄
官
等
と
し
て
地
方
武
士
を
組
織
し
軍
事
力
拡
大
を
図
る
た
め
に
も
院
・
摂
関
家
を
は
じ
め
と
す
る

荘
園
領
主
権
門
に
、
依
存
・
提
携
を
図
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
十
一
世
紀
後
半
以
降
の
軍
事
貴
族
は
、
権
門
の
爪
牙
と
し
て
、
権
門
相
互
關

の
抗
争
は
も
と
よ
り
、
先
述
し
た
国
房
に
よ
る
茜
部
荘
下
司
追
却
の
ご
と
く
（
九
頁
）
、
在
地
領
主
に
対
す
る
抑
圧
者
と
い
う
役
割
を
果
た
す
こ

と
に
な
る
。

　
次
に
、
以
上
の
よ
う
な
軍
事
貴
族
の
変
貌
に
つ
い
て
小
心
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
c
、
京
武
者
の
成
立

　
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
ご
と
く
、
十
一
世
紀
半
は
以
降
、
す
な
わ
ち
院
政
期
に
お
け
る
軍
事
的
緊
張
の
高
揚
に
伴
な
い
、
権
門
相
互
の
抗

争
、
そ
し
て
在
地
領
主
抑
圧
と
い
う
目
的
で
、
軍
事
貴
族
は
次
第
に
軍
事
活
動
の
頻
度
を
増
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
彼
ら
は
朝
廷

の
命
に
よ
っ
て
官
職
と
無
関
係
に
軍
事
行
動
に
登
用
さ
れ
た
り
、
権
門
の
私
的
武
力
と
し
て
荘
園
の
支
配
・
収
奪
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
彼
ら
は
、
院
以
下
の
支
配
層
に
恒
常
的
な
武
力
と
し
て
評
価
、
公
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
軍
事
行
動
は
彼
ら
に
と
っ
て

官
人
と
し
て
の
活
動
と
同
様
、
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
重
要
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
軍
事
貴
族
は
、
公
的
に
は
官

職
が
家
職
に
優
越
し
て
い
た
兵
家
貴
族
の
段
階
を
脱
却
し
、
武
者
と
し
て
の
性
格
を
公
然
と
表
出
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
段
階
を
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
ま
で
と
区
分
し
て
「
京
武
者
」
と
称
す
る
。

　
京
武
者
の
特
色
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
．
．
無
論
軍
事
貴
族
と
し
て
中
央
の
位
階
・
官
職
を
帯
し
、
右
の
ご
と
く
院
・
摂
関
家
以
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下
の
諸
権
門
に
よ
っ
て
常
時
軍
事
力
と
し
て
把
握
、
起
用
さ
れ
る
．
、
こ
の
た
め
に
兵
家
貴
族
段
階
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
異
端
視
、
濃
縮
と
し

て
の
区
分
が
生
じ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
早
く
か
ら
京
武
者
的
性
格
を
表
わ
し
て
い
た
源
義
家
に
つ
い
て
藤
原
宗
忠
は
「
年
来
為
二
武
士
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
↓
多
殺
二
無
レ
罪
人
々
こ
と
記
し
て
お
り
、
「
長
者
」
と
い
う
呼
称
が
示
す
よ
う
に
、
武
士
を
特
殊
な
職
能
集
団
と
し
て
区
別
す
る
と
と
も
に
、

恐
怖
・
嫌
悪
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
頃
以
後
、
　
「
武
士
」
　
「
武
者
」
が
貴
族
社
会
の
階
層
体
系
と
異
な
る
別
種
、
別
個
の
立
場
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

す
用
語
と
し
て
史
料
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
京
武
者
の
武
力
は
、
先
述
の
よ
う
に
小
規
模
な
所
領
を
基
盤
と
し
た
も
の

で
、
広
汎
な
在
地
領
主
を
組
織
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
権
門
の
爪
牙
と
し
て
そ
の
抑
圧
者
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

京
武
者
は
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
に
数
多
く
並
存
し
、
在
京
軍
事
力
の
中
枢
を
担
っ
て
い
た
。
な
お
、
保
元
の
乱
に
お
い
て
諸
国
の
広
汎
な
武

士
を
動
員
し
得
た
平
清
盛
・
源
義
朝
は
、
政
治
的
立
場
は
と
も
か
く
も
武
力
の
組
織
形
態
に
お
い
て
京
武
者
と
裁
然
と
異
な
る
存
在
で
あ
り
、

彼
ら
を
「
武
門
の
棟
梁
」
と
規
定
し
て
京
武
者
と
区
別
す
る
（
詳
細
は
後
述
、
二
七
頁
）
。

　
さ
て
、
先
に
述
べ
た
頼
綱
・
国
房
兄
弟
は
、
各
々
と
権
門
の
密
接
な
結
合
、
所
領
に
お
け
る
軍
事
力
の
強
化
と
い
っ
た
兵
家
貴
族
か
ら
の
脱

皮
、
京
武
者
化
の
萌
芽
を
示
し
た
が
、
京
武
者
と
し
て
本
格
的
な
活
動
を
始
め
る
の
は
彼
ら
の
皇
孫
の
世
代
以
降
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
、

美
濃
源
氏
、
多
田
源
氏
一
族
の
院
政
期
に
お
け
る
事
蹟
を
検
討
し
、
瞬
時
の
在
京
軍
事
力
の
特
徴
を
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

摂津源氏一門（元木）

①
　
　
『
尊
卑
分
脈
』
に
頼
国
の
長
子
と
あ
る
頼
弘
に
つ
い
て
は
、
確
実
な
記
録
は
見
出

　
ざ
れ
ず
、
事
蹟
は
不
明
で
あ
る
。
一
方
、
次
男
頼
資
は
『
春
記
出
長
暦
三
年
正
月

　
十
日
条
に
蔵
人
と
あ
る
の
が
初
見
で
、
長
久
元
年
ま
で
蔵
入
と
し
て
活
躍
し
て
い

　
る
。
叙
爵
後
の
活
動
は
不
明
で
あ
る
が
、
　
『
百
錬
抄
』
康
平
五
年
十
二
月
二
十
八

　
日
条
に
「
堅
塁
定
野
壷
下
野
守
頼
資
与
二
上
野
介
惟
行
一
合
戦
事
と
と
あ
っ
て
、
受

　
領
の
地
位
を
得
な
が
ら
隣
國
の
畷
司
と
闘
乱
を
生
．
じ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
た

　
め
、
康
平
七
年
・
八
月
十
六
臼
に
配
流
さ
れ
、
二
年
・
後
の
治
暦
二
年
・
七
月
二
条
に
赦

　
免
さ
れ
た
が
翌
月
に
没
し
て
い
る
（
以
上
冊
扶
桑
略
記
』
）
。
年
齢
、
地
位
か
ら
考

　
え
て
頼
資
が
嫡
流
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
く
、
流
罪
に
よ
る
失
脚
に
よ
っ
て
嫡
流

　
の
変
化
を
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
『
線
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
三
男

　
頼
実
も
「
配
コ
流
土
佐
國
こ
と
あ
る
が
、
こ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

②
　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
「
備
前
・
土
佐
・
播
磨
翼
翼
、
春
宮
大
進
、
常
陸
介
、

　
左
衛
門
尉
、
従
四
位
上
」
と
あ
る
が
、
確
実
な
記
録
は
『
春
記
』
永
承
三
年
三
月

　
二
十
日
条
に
「
蔵
人
実
属
」
と
あ
る
記
事
と
、
　
『
水
左
記
』
承
暦
四
年
七
月
二
十

八
墨
に
「
幕
陸
介
実
国
朝
臣
山
院
云
掛
で
と
あ
る
二
例
が
存
す
る
に
す

　
ぎ
ず
、
そ
の
生
涯
・
壌
蹟
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
　
「
常
陸
介
」

　
の
経
歴
は
確
認
さ
れ
、
受
領
に
至
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
し
か
も
翼
突
、
顕
行
、

　
雅
行
、
課
行
と
代
々
子
孫
も
大
恩
層
を
保
持
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
摂
津
源
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氏
の
有
力
な
一
族
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
断
片
的
な
史
料
が

　
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
た
め
に
本
稿
で
は
取
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。
な
お
こ
の
一

　
族
の
所
領
等
に
つ
い
て
は
『
兵
庫
県
史
』
（
前
掲
部
分
）
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。

③
『
今
鏡
』
第
十
、
「
敷
島
の
打
聞
漏
。

④
『
中
右
記
』
寛
治
八
年
七
月
十
三
日
条
。

⑤
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
』
。
な
お
角
田
氏
「
源
頼
綱
の
出
た
ち
」
（
同
残
著
『
王
朝

　
の
映
像
』
所
蚊
）
に
頼
綱
の
閨
閥
は
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑥
『
永
昌
記
』
承
保
二
年
十
月
三
日
条
。

⑦
　
『
時
範
記
』
寛
治
二
年
十
二
月
九
日
条
。

⑧
『
鎌
倉
遺
文
』
七
六
三
青
写
、
近
衛
家
文
謎
。

⑨
　
『
執
政
所
抄
』
。
な
お
、
同
欝
の
性
格
に
つ
い
て
義
江
彰
夫
氏
「
摂
関
家
血
相

　
続
の
研
究
序
説
」
（
『
史
学
雑
誌
』
七
六
ノ
出
所
取
）
に
詳
し
い
。

⑩
　
か
か
る
形
態
の
軍
事
力
動
員
を
初
め
て
指
摘
し
た
の
は
井
上
満
郎
氏
「
院
政
政

　
権
の
軍
事
的
編
成
」
（
『
史
林
』
五
五
－
三
所
収
、
の
ち
同
氏
著
『
平
安
時
代
軍
購

　
難
度
の
研
究
』
第
三
編
第
二
節
に
転
載
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
氏
は
こ
う
し
た
動

　
員
の
意
義
、
背
景
等
に
要
し
て
は
詳
し
い
考
察
を
行
な
っ
て
い
な
い
。

⑪
こ
う
し
た
起
用
の
早
い
例
は
、
承
暦
三
年
八
月
二
十
一
日
に
前
下
野
守
要
義
家

　
が
源
霊
宗
追
討
に
遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
（
『
為
講
習
記
』
、
『
扶
桑
略
詑
』
）
、
十
一
世

　
紀
か
ら
十
二
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は
、
河
内
源
氏
が
起
用
さ
れ
る
事
例
が
臼
立
つ
。

⑫
美
濃
源
氏
一
族
の
事
蹟
、
郎
等
の
組
織
等
の
問
題
に
つ
い
て
は
先
述
の
ご
と
く

　
宮
崎
康
充
氏
「
古
代
末
期
に
お
け
る
美
濃
源
氏
の
動
向
」
（
『
害
陵
部
紀
要
』
三
〇

　
号
所
収
）
に
詳
し
い
。
そ
こ
で
本
稿
の
以
下
の
記
述
は
逐
一
事
蹟
を
取
り
上
げ
ず
、

　
軍
事
貴
族
と
し
て
の
特
質
に
焦
点
を
奮
わ
せ
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

⑬
落
窪
の
経
歴
等
に
つ
い
て
は
入
玉
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑭
『
為
房
卿
記
』
承
暦
三
年
六
月
二
十
五
欝
条
。

⑮
『
平
安
遺
文
』
二
四
六
九
号
、
永
治
二
年
十
月
臼
美
濃
図
二
部
荘
住
人
申
文
案

　
（
東
大
寺
文
書
）
。

⑯
　
平
正
盛
、
忠
盛
が
院
や
荘
園
領
主
層
の
利
益
を
擁
護
し
、
そ
の
侵
犯
者
を
討
伐

　
し
た
こ
と
は
、
高
橋
昌
明
氏
著
『
清
盛
以
前
－
伊
勢
乎
氏
の
興
隆
一
』
　
（
一
四
三

　
～
六
頁
な
ど
）
が
詳
し
く
ふ
れ
て
い
る
。

⑰
圏
家
的
内
乱
の
形
態
を
と
る
た
め
に
単
純
に
岡
列
に
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
し
か

　
し
中
央
政
府
の
武
力
と
し
て
抵
抗
す
る
地
方
豪
族
“
在
地
領
主
を
追
討
し
た
点
で

　
は
同
一
の
性
仙
櫓
が
湾
取
さ
れ
る
。

⑱
註
⑱
前
掲
文
書
。

⑲
　
『
平
安
遺
文
』
一
六
六
三
号
、
鋸
承
発
年
八
月
十
四
日
置
堀
河
天
皇
宣
旨
案
、

　
『
平
安
遺
文
』
一
六
八
一
号
、
嘉
承
二
年
十
二
月
二
十
入
日
堀
河
天
皇
宣
旨
案
（
以

　
上
束
寺
文
雷
）
。

⑳
　
註
⑮
前
掲
文
書
。

⑳
　
　
『
平
安
遺
文
』
二
一
〇
七
口
写
、
　
謂
く
治
｝
兀
血
十
山
脇
門
月
二
十
一
日
官
ψ
息
ヒ
日
（
繭
果
南
緯
文

　
書
）
。

＠
　
田
中
茂
「
平
氏
政
権
の
形
成
過
程
」
（
『
日
本
史
研
究
』
九
五
号
所
収
）

㊥
　
『
玉
葉
』
治
承
四
年
十
一
月
十
二
日
条
に
よ
る
と
、
こ
の
日
平
氏
は
美
濃
源
氏

　
討
伐
の
た
め
に
「
禅
門
私
郎
従
」
の
発
遣
を
決
定
し
た
が
、
十
二
月
一
日
条
に
よ

　
る
と
そ
れ
が
平
田
目
次
以
下
の
武
士
団
を
意
味
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

＠
　
元
暦
元
年
六
月
、
伊
賀
に
取
り
残
さ
れ
た
平
田
氏
以
下
靹
田
荘
を
基
盤
と
す
る

　
武
士
団
が
蜂
起
を
企
て
た
際
、
『
平
家
物
語
』
が
「
平
家
重
代
相
伝
の
家
人
に
て
、

　
む
か
し
の
よ
し
み
を
わ
す
れ
ぬ
こ
と
は
あ
は
れ
な
れ
ど
も
」
と
評
し
た
こ
と
が
、

　
こ
う
し
た
事
惰
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

＠
　
中
世
の
主
従
制
に
お
け
る
「
家
人
型
」
、
「
家
来
型
」
の
二
類
型
は
佐
藤
進
一
氏

　
の
提
唱
（
『
日
本
人
物
史
大
系
第
二
巻
』
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
従
前
の
「
譜

　
代
相
伝
」
の
郎
従
を
璽
曝
す
る
立
場
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
近
年
は
「
家

、
来
型
」
郎
従
に
属
す
る
存
在
に
関
す
る
研
究
が
進
展
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対

　
し
、
　
「
家
人
型
」
郎
従
に
つ
い
て
は
階
厨
・
実
態
と
も
に
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら

　
し
’
、
、
　
㍗
仏
、
o

　
オ
・
げ
　
し
タ
　
、
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⑳
　
軍
事
貴
族
が
広
汎
な
在
地
領
主
層
に
恩
賞
を
与
え
得
た
の
は
、
自
身
が
追
討
使

　
と
し
て
戦
勝
を
収
め
朝
廷
よ
り
行
賞
さ
れ
た
場
合
に
、
郎
従
を
推
挙
し
た
時
に
限

　
ら
れ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
恩
賞
が
軍
慕
貴
族
自
身
に
よ
っ
て
安
堵
さ
れ
る
も
の

　
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
東
国
へ
の
追
討
使
に
任
用
さ
れ
る
機
会
を
失

　
つ
た
義
家
以
後
の
河
内
源
氏
と
東
国
武
士
の
関
係
が
弱
体
化
す
る
の
も
、
ま
た
逆

　
に
院
に
よ
っ
て
度
々
西
国
受
領
や
海
賊
追
討
使
に
任
用
さ
れ
た
平
氏
が
西
國
武
士

　
と
の
主
従
関
係
を
拡
大
し
得
た
の
も
、
こ
う
し
た
蘂
情
に
よ
る
の
で
あ
る
。

⑳
　
田
中
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑱
　
京
武
者
と
は
、
大
衆
等
と
の
合
戦
に
際
し
て
派
遣
さ
れ
た
軍
事
貴
族
を
指
す
呼

　
称
の
一
つ
（
『
中
右
記
』
天
永
四
年
四
月
二
十
九
日
条
）
で
あ
り
、
ま
た
当
時
の
地

　
方
武
士
を
指
す
「
国
々
武
士
」
　
「
国
ノ
兵
」
に
対
応
す
る
用
語
と
し
て
も
適
当
な

　
も
の
と
考
え
る
。

⑳
　
　
『
中
右
記
』
天
仁
元
年
正
月
二
十
九
日
号
。

⑳
　
例
え
ば
『
台
記
』
保
延
二
年
十
｝
月
二
十
四
日
条
、
　
『
勢
門
記
』
久
寿
二
年
二

　
月
六
日
条
な
ど
。

三
　
権
門
と
京
武
者
一
美
濃
源
氏
と
多
田
源
氏
i

1
　
院
政
と
美
濃
源
氏

摂津源氏一門（元木）

　
a
、
光
　
　
　
国

　
国
房
の
嫡
男
光
国
は
、
右
衛
門
尉
・
検
非
違
使
等
の
武
官
を
歴
任
し
、
長
治
元
（
＝
〇
四
）
年
二
月
に
父
が
出
家
し
た
後
は
、
一
族
の
当
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
し
て
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
北
面
と
し
て
組
織
さ
れ
る
な
ど
、
早
く
か
ら
白
河
院
に
近
侍
し
て
お
り
、
と
く
に
院
命
に
よ
っ
て
官
職

と
無
闘
係
に
重
大
な
軍
事
活
動
に
起
用
さ
れ
た
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
天
仁
二
（
＝
〇
九
）
年
一
一
月
に
は
、
殺
人
の
嫌
疑
を
受
け
て
東
国
へ
出
奔
し
よ
う
と
し
た
有
力
な
軍
事
貴
族
・
源
義
綱
の
一
族
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

源
為
義
と
共
に
追
捕
し
て
い
る
し
、
ま
た
天
永
四
（
＝
一
三
）
年
四
月
に
は
、
興
福
寺
大
衆
の
入
洛
に
際
し
て
、
こ
れ
と
合
戦
を
企
て
た
延
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

寺
大
衆
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
西
坂
本
へ
向
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
彼
は
「
出
羽
守
」
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
官
職
と
無
関
係
に
公

的
な
軍
事
活
動
に
動
員
さ
れ
る
京
武
者
と
し
て
の
立
場
が
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
の
事
例
に
よ
っ
て
、
光
国
が
武
者
と
し
て
河
内
源
氏
に

匹
敵
す
る
評
価
を
院
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
先
述
（
八
頁
）
し
た
所
領
に
お
け
る
積
極
的
な
武
力
の
形
成
、
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組
織
化
と
い
っ
た
事
態
の
所
産
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
院
の
支
持
を
得
、
強
力
な
軍
事
力
を
も
有
し
た
光
国
が
、
後
年
の
平
氏
の
よ
う
に
院
の
信
任
に
よ
っ
て
受
領
・
追
討
使
に
起

用
さ
れ
、
地
方
武
士
を
組
織
し
て
「
武
門
の
棟
梁
」
化
し
得
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
背
景
は
無
論
単
純
で
あ
り
得
な
い
が
、

そ
の
主
要
な
原
因
の
一
つ
が
出
羽
守
と
し
て
の
失
策
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
彼
は
ま
ず
天
仁
三
（
二
一
〇
）
年
三
月
、
任
国
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
摂
政
忠
実
の
寒
河
江
荘
を
侵
略
し
て
物
議
を
醸
し
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
任
国
を
放
棄
し
て
美
濃
の
所
領
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
、
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

任
解
却
は
免
れ
た
も
の
の
、
任
国
再
下
向
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
事
実
は
、
光
国
の
反
摂
関
家
と
い
う
立
場
、
見
任
解
却
を
防

い
だ
院
の
庇
護
、
そ
し
て
任
国
放
棄
に
よ
り
公
的
信
頼
を
失
っ
て
も
、
所
領
の
拡
充
に
固
執
し
よ
う
と
し
た
彼
の
京
武
者
的
な
視
野
の
狭
さ
を

も
物
語
る
。
そ
し
て
、
以
後
彼
が
受
領
に
再
任
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
　
「
前
出
羽
守
」
に
終
っ
た
事
実
が
、
右
の
事
件
に
よ
っ
て
彼
の
官
歴
・
栄

進
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
光
国
は
、
公
権
を
通
し
て
地
方
武
士
を
組
織
す
る
機
会
を
逸
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
一
族
の
京
武
者
と
い
う
立
場
も
固
定
す
る
こ
と

に
な
る
。

　
b
、
光
　
　
　
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
光
国
の
後
を
継
い
で
京
の
政
界
で
活
躍
す
る
の
が
、
嫡
男
光
信
な
の
で
あ
る
。
彼
は
「
白
河
院
四
天
玉
」
と
称
さ
れ
た
ご
と
く
、
若
い
頃
よ

り
院
に
近
侍
す
る
立
場
を
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
逆
に
摂
関
家
・
河
内
源
氏
に
は
一
貫
し
て
敵
対
的
な
態
度
を
取
り
続
け
て
お
り
、
父
祖
の
姿

勢
を
固
守
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
す
な
わ
ち
、
大
治
四
（
＝
二
九
）
年
四
月
に
は
郎
等
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
為
義
と
争
っ
て
い
る
し
、
同
年
十
一
月
に
鳥
羽
院
の
命
に
よ
っ
て

興
福
寺
を
追
捕
し
た
際
に
は
、
他
に
先
ん
じ
て
奈
良
に
到
達
す
る
や
、
藤
原
氏
の
氏
寺
を
も
揮
ら
ず
に
寺
内
を
捜
検
し
て
寺
僧
の
追
捕
を
行
な

　
　
　
⑧

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
、
彼
の
身
に
思
わ
ぬ
食
い
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
専
制
忠
心
自
国
法
皇
の
死
を
契
機
に
相
次
い
で
現
わ
れ
た
源
義
親
を
名
乗
る
者
相
互
が
、
門
前
に
お
い
て
合
戦
し
た
こ
と
を
怒
っ
た
光
信
は
、
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摂i津源氏一門（元木）

大
治
五
（
＝
三
〇
）
年
十
一
月
十
三
日
、
藤
原
忠
実
の
女
院
を
襲
撃
し
て
こ
れ
に
鷹
ま
わ
れ
て
い
た
「
義
親
扁
を
郎
等
も
ろ
と
も
に
殺
害
し
て

　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
光
信
が
率
い
た
武
力
は
、
　
「
騎
兵
廿
立
棒
、
歩
兵
四
、
五
十
人
許
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
京
武
者
が
京
に
お

い
て
自
在
に
行
使
で
き
た
兵
力
を
示
唆
す
る
も
の
と
書
え
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
事
件
は
重
大
な
政
治
問
題
と
化
し
、
光
信
は
郎
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
共
に
配
流
に
処
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
摂
関
家
抑
圧
を
強
行
し
た
白
河
院
の
没
後
、
鳥
羽
院
が
忠
実
復
帰
に
代
表
さ
れ
る
摂
関
家
と
の
融
和

・
協
調
を
推
進
し
た
こ
と
は
周
知
に
属
す
る
が
、
か
か
る
政
策
基
調
の
変
化
を
見
誤
っ
た
点
に
、
光
信
失
脚
の
大
き
な
原
因
が
存
す
る
と
言
え

る
。
権
門
に
密
着
し
、
奉
仕
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
中
央
政
界
に
お
け
る
地
歩
を
確
保
し
得
た
、
京
武
者
の
基
盤
の
弱
さ
を
明
示
し
た
事

件
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
光
信
は
こ
の
後
十
三
年
を
経
て
帰
京
を
許
さ
れ
た
が
、
そ
れ
か
ら
僅
か
三
年
後
に
急
死
す
る
運
命
に
あ
っ
た
。
彼
の
死
に
つ
い
て
藤
原
頼
長

は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
伝
聞
、
左
衛
門
尉
光
信
五
位
、
頓
滅
云
々
。
将
レ
死
日
、
小
童
触
レ
我
云
々
。
往
年
光
信
野
冊
院
宣
↓
執
昌
興
福
寺
大
衆
張
本
一
之
日
、
追
コ
捕
寺
中
司
罰
輪
熔
舞
触

　
云
．
。
其
明
年
其
月
日
、
瀦
腓
野
並
坐
レ
殺
昌
義
親
一
流
罪
。
経
昌
数
年
一
勅
免
、
帰
昌
京
師
鴨
去
々
年
任
呂
本
官
棚
雲
レ
出
昌
三
年
一
死
。
随
又
小
童
触
レ
我
。
疑
春
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
若
宮
罰
蝕
。
或
日
、
出
調
行
路
一
間
、
為
昌
流
矢
一
被
レ
傷
。

　
藤
原
氏
公
卿
の
憎
悪
、
も
し
く
は
殺
意
す
る
君
取
さ
れ
る
記
述
で
あ
る
。

　
c
、
光
　
　
　
保

　
光
信
の
配
流
に
坐
し
て
一
旦
兵
衛
尉
を
解
任
さ
れ
た
弟
光
保
は
、
長
承
四
（
＝
三
五
）
年
二
月
に
鳥
羽
院
春
日
詣
の
舞
人
に
選
ば
れ
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

そ
れ
以
前
に
赦
免
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
以
降
は
父
や
兄
と
同
様
、
院
に
近
侍
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
光
保
の
活
動
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
久
安
三
（
二
四
七
）
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
入
洛
を
企
て
た
延
暦
寺
大
衆
の
阻
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
起
用
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
年
六
月
の
祇
園
社
頭
に
お
け
る
平
清
盛
と
神
人
の
斗
乱
を
発
端
と
す
る
強
訴
で
、
鳥
羽
院
は
北
面
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

の
中
核
で
あ
る
忠
盛
・
清
盛
父
子
擁
護
の
た
め
に
、
北
面
の
武
士
を
中
心
に
当
時
の
京
武
老
の
多
く
を
結
集
し
た
と
言
え
る
。
彼
ら
は
数
名
ず
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つ
結
翻
し
て
動
員
さ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
並
存
す
る
同
規
模
の
京
武
者
の
連
合
で
あ
り
、
当
時
に
お
け
る
軍
事
力
動
員
形
態
を
き
わ
め
て
端
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
右
の
よ
う
に
鳥
羽
院
に
接
近
し
た
光
保
は
、
以
後
急
激
に
地
位
を
上
昇
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
仁
平
元
（
二
五
一
）
年
正
月
に

は
院
昇
殿
、
久
寿
三
（
＝
五
六
）
年
正
月
に
は
正
四
組
下
に
叙
さ
れ
る
な
ど
、
位
階
は
父
祖
を
超
え
、
一
門
の
始
祖
に
匹
敵
す
る
に
至
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
彼
の
武
力
・
功
績
の
所
産
で
は
な
く
、
鳥
羽
院
の
「
最
後
ノ
御
ヲ
モ
イ
人
」
と
称
さ
れ
た
女
子
の
殊
寵
の
賜
物
で

　
　
⑱

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
保
元
の
乱
で
は
第
～
線
の
武
力
と
し
て
起
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
恩
賞
も
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
し
、
平
治
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

乱
で
も
位
階
に
お
い
て
下
位
の
義
朝
を
大
将
と
仰
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
者
と
し
て
の
強
大
化
よ
り
も
、
権
力
者

へ
の
接
近
・
結
合
に
よ
る
栄
達
を
図
っ
た
わ
け
で
、
広
汎
な
在
地
領
主
の
組
織
化
よ
り
も
権
門
と
の
提
携
を
重
視
し
た
京
武
者
の
立
場
が
明
瞭

に
顕
現
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
平
治
の
乱
に
お
い
て
、
光
保
は
当
初
信
西
の
首
級
を
獲
る
な
ど
の
活
動
を
示
す
が
、
そ
の
後
は
顕
著
な
行
動
は
な
く
、
善
後
の
処
罰
も
免
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
は
謀
叛
の
疑
い
に
よ
り
薩
摩
へ
配
さ
れ
途
次
に
お
い
て
殺
害
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
。
一
向
鳥
羽
院
に
依
拠

し
て
い
た
光
保
に
と
っ
て
、
院
の
死
は
没
落
を
必
然
化
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
光
保
一
族
の
聖
心
以
後
、
美
濃
源
氏
一
族
は
平
氏
全
盛
の
陰
に
隠
れ
て
目
立
っ
た
活
動
は
見
出
さ
れ
な
い
。
た
だ
光
信
の
男
身
長
が

検
非
違
使
の
地
位
を
有
し
、
平
氏
・
義
仲
ら
に
仕
え
て
い
る
の
が
記
録
類
か
ら
窺
わ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
年
長
は
寿
永
二
（
一
一
八
三
）
年

十
一
月
の
翠
陰
寺
合
戦
に
お
い
て
、
孤
立
無
援
の
後
白
河
法
皇
方
の
中
心
的
武
者
と
し
て
義
仲
勢
を
迎
盆
し
、
遂
に
棄
首
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

⑫る
。
院
政
に
一
貫
し
て
近
侍
・
奉
仕
し
て
き
た
こ
の
一
族
の
運
命
を
象
徴
す
る
最
期
で
あ
っ
た
。

　
以
上
、
院
に
伺
候
す
る
と
と
も
に
度
々
官
職
に
関
係
な
く
軍
事
的
に
動
員
さ
れ
て
、
京
に
お
け
る
公
的
軍
事
力
の
重
要
な
一
翼
を
担
っ
て
き

た
典
型
的
な
京
武
者
、
美
濃
源
氏
一
族
の
盛
衰
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
次
に
、
権
門
摂
関
家
に
包
摂
さ
れ
、
そ
の
権
門
内
統
制
の
武
力
と
し

て
活
躍
し
た
多
田
源
氏
を
取
り
上
げ
、
京
武
者
と
荘
園
領
主
権
門
の
関
係
を
中
心
に
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
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2
　
摂
関
家
と
多
田
源
氏

　
a
、
明
　
　
　
国

　
要
綱
の
本
領
多
田
を
継
承
し
た
の
は
、
そ
の
長
子
三
国
以
下
の
多
田
源
氏
の
一
族
で
あ
る
。
ま
ず
明
認
の
事
蹟
か
ら
検
討
し
て
ゆ
く
こ
と
に

し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
明
国
は
白
河
院
蔵
人
を
経
て
、
嘉
保
元
（
一
〇
九
四
）
年
七
月
に
内
蔵
人
に
補
さ
れ
、
翌
年
正
月
に
関
白
家
勾
当
・
所
雑
色
か
ら
蔵
人
と
な
つ

　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
㊧

た
次
子
仲
政
と
と
も
に
、
宮
中
で
種
々
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
明
国
は
蔵
人
在
職
中
に
左
衛
門
少
尉
、
検
非
違
使
を
兼
ね
、
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
永
長
元
（
一
〇
九
六
）
年
十
一
月
の
臨
時
叙
爵
に
よ
っ
て
従
五
位
下
に
昇
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
叙
爵
は
「
有
レ
故
明
国
所
レ
縫
合
」
と
注
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
て
い
る
が
、
当
蒔
父
気
嵩
が
す
で
に
出
家
し
て
お
り
、
し
か
も
翌
年
の
閏
正
月
に
没
し
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
恐
ら
く
明
国
は
病
篤
い
父
に

か
わ
っ
て
多
田
源
氏
の
政
界
に
お
け
る
後
継
老
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
叙
爵
後
も
暫
ら
く
検
非
違
使
の
任
に
あ
っ
た
明
国
は
、
そ
の
労
に
よ
っ
て
天
永
二
（
一
一
一
一
）
年
正
月
に
下
野
守
に
任
じ
ら
れ
て
い

⑳る
。
こ
う
し
た
官
歴
は
父
祖
と
同
様
で
、
し
か
も
軍
事
活
動
も
見
ら
れ
ず
、
．
京
武
者
と
し
て
の
性
格
は
公
的
な
面
で
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
。
し
か
し
、
彼
が
竪
蔀
力
を
有
し
、
主
家
で
あ
る
摂
関
家
か
ら
武
力
に
よ
る
奉
仕
を
期
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
長
治
ニ
ハ
＝
〇
五
）
年
十
～
月
八
日
、
左
衛
門
大
夫
で
あ
っ
た
明
国
は
弓
庭
に
難
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
原
因
に
つ
い
て
関
白
忠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

　
是
虫
比
大
宮
五
条
辺
ニ
テ
殺
人
云
々
。
件
物
関
国
郎
従
也
。
而
此
間
不
快
云
々
。
傍
殺
鰍
。
世
間
極
不
レ
静
云
々
。

　
す
な
わ
ち
明
国
は
「
不
快
」
な
関
係
に
あ
っ
た
郎
従
を
殺
害
し
た
わ
け
で
、
郎
従
に
対
し
て
厳
し
い
統
制
・
響
応
を
加
え
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
明
国
が
有
し
た
武
力
組
織
の
一
端
を
窺
知
し
得
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
か
か
る
聞
入
事
件
を
忠
実
が
子
細
に
記
し
た
の
は
、
無
論
護
国
が
摂
関
家
に
仕
え
る
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
護
国
は
元
来
白
河
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院
蔵
人
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
摂
関
家
領
と
な
っ
た
多
田
荘
を
相
続
し
た
関
係
で
、
叙
爵
後
た
だ
ち
に
師
実
家
職
事
と
な
る
な
ど
、
一
向
摂
関

寡
に
対
す
る
奉
仕
に
努
め
た
。
そ
し
て
、
忠
実
に
も
下
野
守
補
任
後
の
天
永
二
年
八
月
に
北
野
社
大
般
若
経
供
養
の
僧
前
鑑
を
勤
仕
し
て
い
る

晦
・
こ
う
し
た
繊
家
へ
の
奉
仕
が
明
国
に
不
慮
の
災
厄
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
・

　
同
年
の
十
｝
月
四
日
、
忠
実
は
次
の
よ
う
に
事
件
を
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
下
野
守
明
国
、
余
美
濃
庄
下
向
之
間
、
左
衛
門
尉
為
義
郎
等
ん
、
殺
害
。
衡
因
明
国
即
京
上
。
傍
所
々
皆
墨
隈
レ
稼
。
　
（
傍
点
引
用
者
）

　
ま
た
、
　
『
中
右
記
』
同
日
条
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ぬ
　
　
へ

　
　
下
野
守
明
白
、
為
レ
成
二
要
事
↓
密
々
下
側
向
美
濃
国
一
之
問
、
於
昌
途
中
一
瓢
レ
七
二
無
礼
山
畠
与
　
往
反
人
一
成
昌
闘
吼
↓
切
昌
三
人
之
首
叩
（
傍
点
引
用
者
）

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
明
国
は
忠
実
の
美
濃
国
の
荘
園
に
下
向
す
る
途
上
で
殺
人
を
犯
し
、
そ
の
死
磯
を
京
へ
持
ち
込
ん
だ
と
し
て

問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
行
な
お
う
と
し
た
「
要
事
」
が
忠
実
の
命
に
よ
る
こ
と
は
言
う
迄
も
な
い
だ
ろ
う
し
、
面
上
を
惹
起
す
る
よ

う
な
武
力
を
具
備
し
て
い
た
点
か
ら
考
え
て
も
、
こ
れ
が
軍
事
目
的
に
よ
る
行
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
鑑
も
荘
園

領
主
権
門
に
武
力
奉
仕
を
行
な
い
、
そ
の
荘
園
支
配
に
対
す
る
爪
牙
と
な
っ
て
い
た
と
称
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
事
件
は
京
に
お
い
て
大
き
な
波
紋
を
生
じ
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
殺
人
自
体
で
は
な
く
、
諸
祭
礼
を
間
近
に
し
な
が
ら
死
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
拡
散
し
た
点
で
あ
っ
た
。
結
局
数
日
の
詮
議
の
末
に
、
軍
国
は
佐
渡
配
流
と
い
う
重
罰
を
課
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
下
人
が
被
害
者
の
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

持
晶
を
隠
匿
し
て
い
た
こ
と
が
決
め
手
と
な
っ
た
が
、
議
論
の
経
過
に
不
明
朗
な
点
も
あ
り
、
さ
ら
に
院
の
庇
護
さ
え
あ
れ
ば
殺
人
を
犯
し
て

も
遽
心
す
る
受
け
な
い
事
例
も
存
し
て
お
り
、
結
局
忠
実
の
密
命
に
よ
る
行
動
で
あ
っ
た
た
め
に
院
の
不
快
を
招
き
、
流
罪
と
い
う
最
悪
の
結

果
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
時
の
院
と
摂
関
家
の
力
量
の
差
が
、
彼
の
運
命
を
決
し
た
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
、
佐
渡
に
配
流
さ
れ
た
明
国
の
動
静
は
、
大
治
三
（
＝
二
八
）
年
八
月
に
国
司
藤
原
楽
弓
が
朝
廷
に
提
出
し
た
申
文
に
よ
っ
て
窺
知
さ

　
⑲

れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
先
年
配
流
人
賦
明
総
計
繭
以
後
、
吏
務
多
煩
。
駆
コ
仕
課
役
之
民
ハ
偏
為
嵩
奴
碑
僕
従
幻
耕
コ
作
公
領
之
田
納
無
レ
弁
悪
銀
庸
之
税
ハ
逐
レ
年
滋
多
。
随
レ
日
歯
増
。
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近
日
国
司
為
レ
揮
昌
彼
武
威
ハ
不
レ
上
コ
奏
委
趣
鱒

と
い
う
状
態
で
、
特
異
な
状
況
下
と
は
言
え
、
明
国
の
武
者
と
し
て
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
翌
年
六
月
、
白

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

河
院
の
重
病
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
恩
赦
に
会
っ
て
、
彼
は
十
九
年
振
り
に
帰
京
を
許
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
明
国
の
消
息

に
つ
い
て
は
全
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
b
、
行
　
　
　
国

　
明
国
の
佐
渡
配
流
が
そ
の
後
の
多
田
源
氏
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
雷
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に
家
格
の
下
降
は
明
ら
か
で
、
以

後
受
領
を
経
験
す
る
者
は
見
出
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
官
位
の
面
に
お
け
る
不
遇
ゆ
え
に
、
摂
関
家
と
の
関
係
は
従
前
に

も
ま
し
て
緊
密
化
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
明
国
に
は
行
国
・
南
光
・
有
畜
・
盛
隆
の
四
子
が
存
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
位
階
の
低
下
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

っ
て
彼
ら
の
事
蹟
は
今
日
ほ
と
ん
ど
で
明
ら
か
に
し
得
な
い
。
し
か
し
長
子
行
国
が
多
田
荘
を
継
承
し
、
父
祖
同
様
摂
関
家
に
奉
仕
し
て
い
た

こ
と
は
、
僅
か
な
史
料
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　
ま
ず
、
　
『
中
右
記
』
長
承
三
（
二
三
四
）
年
二
月
二
十
六
日
条
に
よ
る
と
、
行
国
は
新
大
納
雷
の
慶
を
奏
し
た
頼
長
の
六
位
前
駆
を
勤
仕
し

て
い
る
。
彼
が
父
と
同
様
に
忠
実
・
頼
．
長
ら
摂
関
家
に
伺
候
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
す
で
に
壮
年
に
達
し
な
が
ら
六
位
に
甘
ん
じ
る
家
格
の

低
落
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
よ
う
。
　
一
方
、
息
男
に
政
界
に
お
け
る
地
位
を
譲
り
、
所
領
に
隠
退
し
た
後
の
彼
に
関
す
る
、
よ
り
注
目
す
べ
き
記

事
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
『
台
記
』
仁
平
二
（
＝
五
二
）
年
七
月
十
二
日
条
に
よ
る
と
、
頼
長
は
次
の
よ
う
な
興
福
寺
僧
に
対
す
る
処
分

を
記
し
て
い
る
。

　
興
福
専
掌
痛
烈
贈
爵
騨
、
去
春
白
日
殺
レ
人
。
即
召
晶
父
蔵
真
城
侍
昌
京
師
鴨
去
月
晦
日
比
、
召
コ
進
名
子
道
継
殉
難
串
所
レ
鼻
塞
ハ
且
優
晶
寺
僧
ハ
且
優
昌
貴
種
一

雛
灘
・
且
優
妾
信
講
歳
帥
讐
・
不
豊
富
型
．
筑
夢
豊
州
住
≧
纏
（
傍
点
引
用
者
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
行
国
が
多
田
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
頼
長
に
信
頼
さ
れ
た
皇
臣
で
あ
っ
て
、
そ
の
私
的
制
裁
の
行
使
に
利
用
さ
れ
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て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
多
田
源
氏
は
、
従
来
の
政
治
・
経
済
面
に
お
け
る
摂
関
家
に
対
す
る
従
属
に
加
え
て
、
そ
の
独
自
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

圏
に
組
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
　
飛
儒
林
拾
要
』
所
収
の
検
非
違
使
庁
下
文
及
び
、
そ
れ
に
対
す
る
多
田
満
船
の
請
文
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
っ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
多
田
荘
は
元
来
公
権
の
介
入
を
拒
む
不
入
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
下
文
の
宛
所
に
「
多
田
館
」
と
あ
る
よ
う

に
所
謂
「
イ
ェ
支
配
権
」
に
基
づ
く
権
限
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
寺
僧
隠
匿
の
ご
と
き
治
外
法
圏
的
性
格
の
根
底
に
、
依
然
と
し
て

か
か
る
権
限
が
存
し
た
こ
と
は
疑
い
あ
る
ま
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
件
は
摂
関
家
に
お
け
る
独
自
の
法
圏
、
あ
る
い
は
一
般
の
荘
圏
不
入

権
等
の
形
成
が
、
本
来
の
イ
干
支
配
権
の
吸
収
、
換
骨
奪
胎
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
事
例
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
行
国
に
代
わ
っ
て
政
界
で
活
動
す
る
の
は
長
子
頼
盛
と
弟
頼
憲
の
二
人
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
「
号
二
多
田
二
と
あ
る
よ
う
に
、
多

田
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
以
下
、
こ
の
二
人
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

　
c
、
頼
盛
と
頼
憲

　
行
国
の
長
子
頼
盛
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
「
号
多
田
」
　
「
蔵
」
等
と
あ
り
、
多
闘
荘
を
継
承
す
る
と
と
も
に
父
祖
同
様
蔵
人
を
経
験
し
て
い
た

こ
と
が
窺
知
さ
れ
る
。
彼
の
史
料
初
見
は
『
本
朝
世
紀
』
康
治
元
（
＝
四
二
）
年
正
月
二
十
七
日
条
で
、
こ
の
時
大
宮
（
鳥
羽
の
准
母
、
太
皇

太
盾
令
子
）
少
進
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
時
の
頼
盛
が
、
父
祖
と
同
様
に
摂
関
家
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
は
、
次
の
史
料
か
ら
明
ら

　
　
　
⑭

か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
マ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
源
頼
盛
字
檜
垣
太
郎
、
源
惟
正
字
辻
二
郎
、
忽
企
二
合
戦
噌
件
両
人
源
家
宋
葉
、
各
仮
萄
武
士
名
一
瞬
也
。
共
舐
コ
墨
入
道
大
相
国
（
忠
実
）
辺
（
俸
嶺
論
一
結
昌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
リ
　
　
へ

　
　
意
趣
一
也
。
於
昌
宇
治
鍵
子
墓
辺
【
張
レ
陣
相
待
云
々
。
錐
レ
有
昌
戦
闘
之
名
ハ
已
同
国
児
子
嘲
戯
田
無
レ
成
互
解
散
。
左
衛
門
電
源
為
義
依
昌
大
相
国
命
ハ
召
コ
禁
檜

　
　
垣
太
郎
々
等
一
畢
。
　
（
傍
点
、
括
弧
注
引
用
者
）

　
こ
れ
に
よ
っ
て
頼
盛
が
忠
実
に
近
侍
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
姫
子
之
戯
」
と
嚇
笑
さ
れ
た
武
力
の
劣
弱
さ
か

ら
当
時
の
多
田
源
氏
の
苦
境
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
件
の
非
は
頼
盛
側
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
の
翌
月
末
に
彼
は
郎
等

と
共
に
配
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
を
襲
っ
て
一
族
を
率
い
る
の
が
弟
頼
愚
な
の
で
あ
る
。
彼
も
「
号
二
多
田
こ
と
称
さ
れ
て
お
り
、
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摂津源rk一一門（元木）

兇
に
代
わ
っ
て
こ
の
地
を
伝
領
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
頼
憲
は
久
安
三
（
二
四
七
）
年
六
月
、
頼
長
の
推
挙
を
得
て
非
蔵
入
六
位
な
が
ら
昇
殿
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、
僅
か
三
年
後
に
は
忠
通
の
剣

持
を
追
返
し
た
と
し
て
除
籍
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
弓
長
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
不
レ
問
轟
実
否
ハ
暗
行
晶
罪
科
鴨
未
レ
知
二
其
由
叩

と
不
満
を
述
べ
て
お
り
、
忠
通
・
頼
長
の
対
立
に
巻
き
添
え
を
喰
っ
た
事
件
の
ご
と
く
で
あ
る
。
こ
の
後
も
彼
は
頼
長
に
伺
候
近
侍
し
、
重
宝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

等
と
し
て
家
政
機
関
に
関
与
し
た
ほ
か
、
同
様
に
臣
従
し
て
い
た
源
為
義
の
摂
津
旅
亭
を
焼
却
す
る
と
い
う
私
的
棚
裁
の
一
環
も
担
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
一
方
、
常
陸
に
配
さ
れ
て
い
た
頼
盛
は
、
仁
平
二
（
一
一
五
二
）
年
に
赦
免
さ
れ
帰
京
し
た
。
彼
の
配
流
中
に
所
領
は
頼
憲
に
領
有
さ
れ
て
お

り
、
必
然
的
に
両
者
は
鋭
く
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
折
あ
た
か
も
、
主
家
摂
関
家
に
お
い
て
も
摂
関
の
継
承
を
め
ぐ
っ
て
、
既
定
方
針
通
り

頼
長
へ
の
譲
渡
を
迫
る
忠
実
・
最
長
父
子
と
、
実
子
生
誕
に
伴
な
い
こ
れ
を
拒
否
し
た
頼
長
の
兄
忠
通
の
両
者
が
激
し
く
敵
対
し
て
い
た
の
で

　
＠

あ
る
。
そ
し
て
、
頼
長
に
近
侍
す
る
憲
章
に
対
抗
す
る
隆
盛
は
、
当
然
忠
通
側
に
伺
候
す
る
こ
と
に
な
る
。
帰
京
の
翌
年
七
月
に
、
忠
通
・
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

実
父
子
の
も
と
で
頼
盛
の
子
の
元
服
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
接
近
を
明
証
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
年
の
九
月
に
行
国
が
没
す
る

⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

と
、
頼
盛
・
頼
憲
は
武
力
衝
突
を
演
ず
る
に
至
っ
た
。
か
か
る
両
者
の
対
立
は
、
摂
関
家
の
忠
通
・
頼
長
の
場
合
と
同
様
に
、
保
元
の
乱
に
よ

っ
て
結
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
す
な
わ
ち
、
乱
の
勃
発
と
同
時
に
源
為
義
・
平
忠
正
ら
と
と
も
に
頼
長
方
の
主
力
と
し
て
参
戦
し
た
頼
憲
は
、
源
義
朝
、
平
清
盛
ら
の
軍
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

を
相
手
に
善
戦
し
た
が
遂
に
敗
北
、
一
介
親
仁
と
共
に
愈
愈
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
忠
通
に
従
っ
て
後
白
河
天
皇
方
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

つ
た
頼
盛
は
、
合
戦
の
問
、
数
百
騎
を
率
い
て
東
三
条
殿
の
陣
頭
を
警
衛
し
て
い
た
。
乱
の
終
憶
後
、
特
に
恩
賞
に
預
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

本
領
多
田
を
奪
回
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
彼
は
こ
の
後
も
忠
通
以
下
の
摂
関
家
に
仕
え
、
さ
ら
に
息
男
行
綱
は
後
白
河
院
北
面
に
も
加
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
辛
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
た
こ
の
一
族
が
、
そ
の
後
の
歴
史
上
で
果
た
し
得
た
役
割
は
、
も
は
や
僅
少

な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
通
観
し
た
ご
と
く
、
多
田
源
氏
は
～
善
し
て
摂
関
家
に
伺
候
し
、
そ
の
権
門
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
荘
園
を
は
じ
め

権
門
内
部
を
統
制
す
る
武
力
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。
院
や
朝
廷
の
命
に
よ
る
動
員
な
ど
公
的
な
軍
事
活
動
は
見
出
さ
れ
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な
い
が
、
や
は
り
こ
の
一
族
も
、
荘
園
領
主
権
門
に
密
着
し
そ
の
爪
牙
と
な
っ
た
典
型
的
な
京
武
者
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

①
光
園
の
官
歴
、
審
蹟
の
詳
細
に
つ
い
て
は
宮
晦
氏
前
掲
論
文
に
詳
し
い
。

②
　
　
『
坐
禅
』
天
仁
二
年
二
月
十
七
臼
条
な
ど
。

⑧
『
中
右
記
』
天
永
四
年
四
月
二
十
九
二
条
。

④
　
　
『
殿
暦
』
天
永
元
年
三
月
二
十
七
日
石
。

⑤
事
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
宮
崎
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑥
　

『
尊
卑
分
脈
』
。
ま
た
白
河
院
へ
の
近
侍
は
『
愚
管
抄
』
巻
四
参
昭
酬
。

⑦
　
『
中
右
記
』
大
治
懸
年
正
月
七
日
条
。

⑧
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
十
一
月
十
　
、
二
日
条
、
『
中
右
記
』
同
年
十
一
月
十

　
二
日
条
。
　
『
長
秋
記
』
の
十
　
月
十
二
日
条
に
よ
る
と
、
　
「
光
信
最
前
到
着
、
先

　
入
ユ
随
丘
訟
欲
レ
隷
下
在
二
由
階
寺
僧
房
・
之
恵
暁
已
紅
霞
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑨
『
中
右
記
』
・
『
長
秋
記
』
大
治
五
年
十
一
月
十
三
潤
条
。
「
義
親
」
出
現
に
つ

　
い
て
は
高
橋
昌
明
氏
前
掲
省
（
一
七
九
～
八
九
頁
）
に
お
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ

　
て
い
る
。
な
お
同
氏
は
「
義
親
」
殺
害
犯
人
を
品
番
と
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し

　
て
い
る
が
、
否
定
す
る
だ
け
の
確
証
も
な
く
、
本
稿
で
は
一
応
通
説
に
従
う
こ
と

　
に
す
る
。

＠i　＠＠＠＠＠＠

『
中
右
記
』
大
治
五
年
十
一
月
十
三
碍
条
。

『
中
右
記
』
・
『
長
秋
記
』
大
治
五
年
十
一
月
二
十
三
日
条
。

『
本
朝
世
紀
』
康
治
二
年
正
月
ご
十
七
旧
条
。

『
台
記
』
久
安
元
年
十
月
四
日
条
。

『
中
霜
記
陶
長
承
四
年
二
月
二
十
七
日
条
。

『
本
朝
世
紀
』
久
安
三
年
六
月
二
十
八
日
市
。
七
月
十
八
三
条
、
八
月
一
日
条
。

こ
の
事
件
の
経
緯
、
性
格
、
さ
ら
に
武
士
の
動
員
形
態
等
に
つ
い
て
は
、
高
橋

　
氏
前
掲
番
（
二
閃
【
六
～
五
五
百
ハ
）
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑰
こ
の
場
合
は
最
大
の
武
力
を
有
す
る
平
忠
盛
・
清
盛
父
子
が
纂
件
当
事
者
で
あ

　
つ
た
た
め
に
動
員
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
か
か
る
軍
事
編
成
が
行
な
わ
れ
た
一

　
薦
で
は
あ
る
が
、
院
政
期
前
半
に
お
い
て
は
平
氏
と
て
も
他
の
京
武
者
を
駈
倒
す

　
る
武
力
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
大
衆
入
京
等
の
軍
事
行
動
に
起
用
さ
れ
る
場
含
、

　
他
の
京
武
者
と
同
列
に
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑱
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
は
宮
崎
氏
前
掲
論
文
参
照
。

⑲
　
　
『
平
治
物
盟
㎜
』
　
「
信
頼
・
信
四
を
亡
ぼ
さ
る
る
議
の
都
」
に
「
～
門
の
中
、
大

　
将
と
漏
て
候
義
朝
随
ひ
た
て
ま
つ
ら
む
る
上
は
、
背
申
に
及
ば
ず
」
と
い
う
光
保

　
・
頼
政
の
発
言
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
真
実
と
は
考
え
ら
れ
な

　
い
が
、
義
朝
が
軍
菰
的
に
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠

『
百
錬
抄
』
平
治
元
年
十
二
月
十
七
日
条
。

『
衡
錬
抄
臨
永
暦
元
年
六
月
十
四
日
条
な
ど
。

『
習
癖
』
寿
永
二
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。

『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
七
月
十
三
日
条
。

『
中
冶
記
』
嘉
保
二
年
正
月
十
日
条
。

『
中
右
記
』
永
長
死
年
正
月
二
十
三
日
条
。

『
中
右
記
』
永
長
元
年
正
月
二
十
八
日
条
。

『
中
右
記
』
永
長
元
年
十
一
月
八
日
条
。

『
後
二
条
師
通
記
』
永
長
元
年
一
一
万
十
七
日
条
。

『
中
右
記
』
永
長
二
年
閨
正
月
二
十
七
日
条
。

喧
申
右
記
』
天
永
二
年
正
月
二
十
三
撲
条
。
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⑳
『
殿
暦
』
長
治
二
年
十
一
月
八
日
条
。

⑳
　
『
後
二
条
師
通
記
』
永
長
元
年
十
二
月
二
日
条
。

⑳
『
写
象
』
天
永
二
年
八
月
十
二
日
条
。

⑭
　
　
『
殿
暦
隔
天
永
二
年
十
一
月
四
日
条
。

⑳
　
『
殿
暦
』
・
『
中
右
記
』
天
永
二
年
十
一
月
四
・
六
・
七
・
八
・
九
日
の
各
条
。

⑱
　
『
殿
暦
』
・
『
中
右
記
』
天
永
二
年
十
一
月
十
九
日
条
。

⑰
　
　
『
中
宕
記
』
天
永
二
年
十
一
月
八
日
条
。

⑳
　
『
長
秋
記
』
長
承
二
年
九
月
十
五
日
条
。

⑳
　
　
『
朝
野
群
載
』
巻
十
一
、
廷
尉

⑳
　
　
『
中
右
記
』
山
人
治
四
一
年
六
日
μ
二
十
五
R
門
条
。

＠
　
こ
の
う
ち
、
経
光
に
つ
い
て
は
久
安
二
年
三
月
八
日
に
落
雷
に
遭
っ
て
死
去
し

　
た
こ
と
が
、
　
『
本
朝
世
紀
』
・
『
台
記
』
に
見
え
る
。
ま
た
角
田
文
衛
氏
「
源
経
光

　
の
死
」
（
同
氏
著
『
王
朝
の
映
像
』
所
収
）
は
こ
の
事
件
を
取
り
上
げ
、
前
後
の

　
事
情
を
検
討
し
て
い
る
。
な
お
『
本
朝
世
紀
』
三
月
八
日
条
に
は
「
錐
二
武
士
末

　
葉
暗
雷
公
不
レ
柏
レ
之
鰍
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
一
族
が
明
ら
か
に
武
士
と
認
識
さ
れ

　
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
同
書
の
十
日
条
で
は
、
経
光
が
近
江
国
武
部
社

　
の
荘
務
を
行
っ
て
い
た
と
あ
り
、
や
は
り
荘
園
支
配
の
武
力
と
し
て
起
用
さ
れ
て

　
い
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
三
男
有
頼
に
つ
い
て
は
、
　
「
多
田
四
郎
」
を
号
し
た

　
と
伝
え
ら
れ
る
が
明
証
は
な
い
。

＠
　
当
時
の
摂
関
家
に
お
け
る
独
自
の
法
圏
の
形
成
と
そ
の
性
格
、
多
田
源
氏
の
立

　
場
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
参
照
。

⑬
　
『
儒
林
拾
要
』
所
収
の
下
文
に
よ
る
と
、
「
検
非
違
使
庁
下
摂
津
国
多
田
館
蒲
」

　
と
あ
る
。
な
お
、
同
一
文
書
が
『
雑
錐
雲
集
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

⑭
　
　
『
本
朝
世
紀
』
康
治
二
年
六
月
十
三
日
条
。

⑮
　
『
本
朝
世
紀
』
康
治
二
年
七
月
二
十
五
冒
条
、
二
十
九
日
条
。

⑯
　
　
『
台
記
』
久
安
三
年
六
月
九
日
条
。

⑰
　
　
『
台
記
』
久
安
六
年
正
月
十
八
日
条
。

⑱
　
『
台
記
』
久
安
三
年
六
月
八
日
条
。

⑲
　
　
『
太
詣
朝
世
紀
』
仁
平
一
自
選
七
B
十
・
六
日
条
。

⑳
　

『
本
朝
世
紀
』
仁
平
二
年
三
月
十
四
日
条
に
召
還
の
決
定
が
、
ま
た
同
書
四
月

　
五
日
条
に
召
還
の
官
符
請
印
が
記
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
忠
通
・
頼
長
兄
弟
の
対
立
原
因
と
し
て
、
通
常
は
父
忠
実
の
頼
長
に
対
す
る
偏

　
愛
等
が
指
摘
さ
れ
忠
実
・
頼
中
側
の
非
が
主
張
ざ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
嗣

　
子
の
な
か
っ
た
忠
通
は
頼
長
を
養
子
に
迎
え
て
い
た
の
で
あ
り
（
『
中
右
記
目
録
』

　
天
治
二
年
四
月
二
十
三
日
条
）
、
忠
通
か
ら
頼
長
へ
の
摂
関
譲
渡
は
摂
関
家
に
お

　
け
る
既
定
方
針
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
背
き
、
摂
関
家
分
裂
の
原
因

　
を
作
っ
た
の
は
、
康
治
二
年
に
な
っ
て
初
め
て
嫡
子
を
得
た
兄
忠
通
だ
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
る
。

⑫
　
　
『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
七
月
十
六
日
条
。
な
お
こ
の
時
に
理
髪
役
を
勤
め
た
平

　
信
範
は
、
嘉
慈
元
年
十
二
月
に
配
流
さ
れ
た
際
に
、
一
旦
「
多
角
入
道
田
宅
」
に

　
立
ち
寄
っ
て
い
る
（
『
酒
量
記
』
）
と
も
に
忠
通
・
基
実
父
子
に
仕
え
た
信
範
と
頼

　
盛
の
親
し
い
関
係
が
推
察
で
き
る
。

⑭
　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
る
と
、
行
国
は
仁
平
二
年
九
月
二
十
六
日
に
卒
し
た
と
あ

　
る
。

⑭
　
『
本
朝
世
紀
』
仁
平
三
年
十
二
月
一
日
条
に
「
近
曝
散
位
源
頼
憲
、
与
二
舎
兄

　
某
一
於
二
摂
津
一
禽
戦
云
々
。
父
行
国
入
道
逝
去
之
後
、
各
争
二
遺
財
田
地
【
有
二
此

　
礁
こ
と
あ
り
、
こ
の
舎
兄
が
貫
高
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑲
　
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
＋
日
条
。

⑭
　
　
『
兵
誤
記
』
保
元
元
年
七
月
一
一
十
七
日
条
に
頼
憲
以
下
の
罪
名
宣
下
が
見
え
る

　
が
、
二
十
九
日
の
黒
影
執
行
に
際
し
て
は
そ
の
名
が
漏
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
帝

　
王
編
年
記
』
等
に
よ
り
斬
刑
に
処
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑳
　
『
兵
範
記
』
保
｝
7
5
元
年
七
月
＋
一
日
条
。

⑯
　
　
『
平
家
物
語
』
巻
第
一
「
鹿
谷
」

25　（851）



四
　
源
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政
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頼
政
と
保
元
・
平
治
の
乱

26　（852）

　
最
後
に
頼
政
一
族
の
挙
兵
∴
繋
累
に
至
る
ま
で
の
事
蹟
を
取
り
上
げ
て
、
内
乱
・
武
家
政
権
の
成
立
と
京
武
者
と
の
関
係
に
ふ
れ
る
こ
と
に

す
る
。

　
頼
政
は
、
多
田
源
氏
明
夕
の
弟
仲
政
の
嫡
男
で
あ
る
。
父
仲
政
は
先
述
の
よ
う
に
兄
亡
国
と
並
ら
ん
で
蔵
人
と
な
り
（
一
九
頁
）
、
ほ
ぼ
同
時

　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

期
に
叙
爵
し
て
い
る
。
彼
も
元
来
は
摂
関
家
の
家
政
機
関
等
に
関
与
し
て
い
た
が
、
叙
爵
後
は
兄
と
異
な
り
白
河
院
に
接
近
を
図
っ
た
。
と
く

　
　
　
③
　
　
　
④

に
、
下
総
・
下
野
と
二
度
の
受
領
を
歴
任
し
た
際
、
と
も
に
義
親
を
称
す
る
人
物
の
追
捕
に
当
た
っ
た
の
は
注
目
さ
れ
る
。
義
親
の
詐
称
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

白
河
院
に
対
す
る
痛
烈
な
政
治
批
判
を
意
味
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
仲
政
の
度
重
な
る
追
捕
は
院
へ
の
忠
節
を
示
す
行
為
と
考
え
て
閾
違

い
な
い
。
保
安
四
（
＝
二
三
）
年
の
犯
人
入
京
に
際
し
て
院
が
自
ら
そ
の
見
物
に
赴
い
た
事
実
は
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
院
の
関
心
と
、
仲
政

の
立
場
を
示
す
。
ま
た
追
討
に
際
し
て
大
規
模
な
武
力
を
投
入
す
る
な
ど
武
門
と
し
て
の
性
格
を
表
出
し
た
点
は
注
目
さ
れ
る
が
、
反
面
捕
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

た
犯
人
が
偽
物
と
断
定
さ
れ
た
り
、
国
内
・
隣
国
を
荒
廃
さ
せ
る
な
ど
追
討
の
結
果
は
芳
し
く
な
く
、
こ
の
こ
と
が
彼
の
院
近
臣
化
、
勢
力
伸

張
を
阻
む
一
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
家
運
の
停
滞
が
頼
政
の
官
歴
に
も
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
白
河
院
判
官
代
を
皮
切
り
に
、
保
廷
四
（
＝
三
八
）
年

に
内
蔵
人
、
そ
し
て
同
年
に
女
御
道
子
悪
趣
に
よ
り
叙
爵
を
許
さ
れ
る
が
、
以
後
十
年
余
り
地
位
に
変
化
は
な
く
、
久
安
三
年
の
山
門
大
衆
入

洛
に
際
し
て
も
起
用
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
仁
平
三
（
一
一
五
三
）
年
二
月
に
十
二
門
院
昇
殿
、
久
寿
二
（
一
一
五
五
）
年
十
月
に
は
兵
庫
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
任
じ
ら
れ
父
の
跡
を
襲
う
な
ど
、
保
元
の
乱
直
前
に
な
っ
て
鳥
羽
院
側
に
組
織
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
保
元
の
乱
は
俗
界
の
権
門
梢
互
が
正
面
か
ら
激
突
し
た
最
初
の
事
件
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
両
陣
営
の
軍
事
力
微
集
・
組
織
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化
は
従
来
に
な
い
規
模
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
当
時
の
京
武
者
の
全
て
が
両
軍
に
分
か
れ
て
参
戦
し
た
と
称
し
て
も
過
言
で
は
な
い
。
保

元
の
乱
は
、
京
武
者
が
武
力
と
し
て
最
大
限
動
員
さ
れ
た
合
戦
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
、
蔦
蔓
河
陣
営
に
お
け
る

軍
事
編
成
形
態
が
、
も
は
や
単
な
る
京
武
者
連
合
を
脱
却
し
て
い
た
点
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
乱
勃
発
の
当
初
よ
り
第
一

陣
と
し
て
投
入
さ
れ
、
乱
曲
の
恩
賞
も
独
占
し
た
よ
う
に
、
戦
闘
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
た
の
は
平
清
盛
・
源
義
朝
・
同
義
康
の
三
人
だ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
で
あ
り
、
頼
政
・
宮
盛
ら
は
全
く
そ
の
後
塵
を
拝
す
る
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
度
重
な
受
領
の
歴
任
に
よ
っ
て
多
く
の
西
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

武
士
を
率
い
て
い
た
平
清
盛
と
、
南
関
東
に
お
い
て
「
不
レ
能
漏
国
司
進
止
［
」
と
称
さ
れ
た
強
大
な
武
威
の
も
と
に
東
国
武
士
を
組
織
し
た
源

義
朝
は
、
こ
う
し
た
広
汎
な
諸
国
の
郎
等
を
乱
に
際
し
て
京
に
動
員
し
得
た
こ
と
に
な
り
、
狭
隆
な
基
盤
に
の
み
依
拠
し
た
京
武
者
と
戴
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

異
な
る
存
在
だ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
こ
で
、
か
か
る
清
盛
・
義
朝
の
ご
と
き
軍
事
貴
族
を
「
武
門
の
棟
梁
」
と
称
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
か
く

て
保
元
の
乱
に
お
い
て
、
多
く
の
地
方
武
士
を
組
織
し
た
棟
梁
を
中
軸
と
す
る
新
し
い
軍
事
体
棚
が
出
現
し
た
の
で
あ
り
、
院
政
期
在
京
武
力

の
中
核
を
担
っ
た
京
武
者
の
役
割
は
決
定
的
に
低
下
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
続
く
乎
治
の
乱
に
お
い
て
、
両
棟
梁
の
陣
営
に
組
織
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
平
治
の
乱
は
、
後
白
河
院
政
を
志
向
す
る
に
信
西
ら
と
、
二
条
親
政
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
旧
鳥
羽
院
近
臣
と
の
対
立
、
そ
し
て
信
西
と
信

頼
の
確
執
を
発
端
と
し
て
、
二
大
棟
梁
の
軍
事
衝
突
に
よ
っ
て
結
着
を
見
た
内
乱
な
の
で
あ
る
。
京
に
お
け
る
軍
事
力
の
中
枢
を
担
う
両
者
の

対
蒔
に
伴
っ
て
、
彼
ら
の
主
導
権
の
も
と
に
京
武
者
も
両
陣
営
へ
の
参
加
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
先
述
し
た
よ
う
に
官
位
で
は
上
位

に
あ
っ
た
光
保
が
義
朝
を
大
将
と
仰
い
だ
と
い
う
伝
承
も
右
の
点
を
裏
付
け
る
と
言
え
よ
う
（
一
八
頁
）
。

　
乱
の
結
果
、
周
知
の
ご
と
く
義
朝
一
族
は
全
減
し
た
が
、
そ
れ
に
伴
っ
て
多
く
の
京
武
者
も
運
命
を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る

と
、
保
元
・
平
治
の
乱
に
よ
っ
て
院
政
期
に
並
存
し
た
京
武
者
の
多
く
が
淘
汰
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
に
残
存
し
た
の
は
圧
倒
的
な
政

治
的
地
位
と
武
力
を
有
し
た
平
氏
と
、
頼
政
以
下
ご
く
僅
か
な
京
武
者
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　
最
後
に
、
平
氏
全
盛
期
に
お
け
る
頼
政
と
、
そ
の
挙
兵
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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2
　
頼
政
の
挙
兵
と
滅
亡
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平
治
の
乱
で
は
土
壇
場
で
義
朝
と
敵
対
し
、
平
氏
に
勝
利
を
も
た
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
頼
政
も
、
乱
後
に
何
ら
恩
賞
も
与
え
ら
れ
ず
仁
安

元
（
二
六
六
）
年
ま
で
官
位
の
変
化
も
な
い
有
様
で
、
決
し
て
恵
ま
れ
た
立
場
に
あ
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
彼
は
兵
庫
県
や
大
内
守
護
と
称
さ

れ
る
禁
裏
近
辺
の
警
護
を
担
劃
し
、
典
型
的
な
京
武
者
の
官
職
を
有
し
た
と
言
え
る
が
、
反
面
、
形
骸
化
し
た
令
制
官
職
、
院
政
に
伴
っ
て
無

力
化
し
た
内
裏
の
警
衛
と
い
っ
た
役
割
に
、
嶺
時
の
頼
政
の
地
位
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
彼
は
仁
安
元
年
に
兵
庫
頭
を
辞
す
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

時
に
、
正
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
続
い
て
内
昇
殿
を
果
た
し
、
さ
ら
に
翌
年
に
は
息
子
綱
の
伊
豆
守
補
任
に
伴
っ
て
知
行
国
主
化
す
る
な
ど
、
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

や
地
位
の
上
昇
が
見
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
仲
綱
は
五
節
舞
姫
の
献
上
を
断
っ
た
た
め
か
忽
ち
隠
岐
に
転
じ
ら
れ
る
有
様
で
、
承
安
元
（
二
七
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

年
に
至
っ
て
漸
く
伊
豆
に
復
し
て
い
る
。
こ
の
伊
豆
守
と
い
う
地
位
も
、
明
雲
煙
の
配
流
の
ご
と
く
流
人
の
監
視
・
護
送
と
無
関
係
で
は
な
い

　
　
⑯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

だ
ろ
う
。
し
か
も
頼
政
は
老
齢
と
な
っ
て
も
、
常
に
大
衆
入
洛
等
に
際
し
て
最
前
線
に
投
入
さ
れ
て
お
り
、
政
治
的
に
地
位
を
上
昇
さ
せ
た
平

氏
の
も
と
で
、
彼
は
旧
来
京
武
者
が
担
っ
て
き
た
末
端
的
な
軍
事
・
警
察
的
任
務
を
依
然
と
し
て
強
制
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
か
か
る
頼
政
が
三
位
に
叙
さ
れ
、
公
卿
の
末
席
に
列
し
た
の
は
治
承
二
（
＝
七
八
）
年
の
暮
れ
で
あ
っ
た
。
度
々
和
歌
の
三
等
を
催
し
て
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

密
な
関
係
に
あ
っ
た
母
語
さ
え
「
第
一
之
珍
菓
扁
と
仰
天
す
る
破
天
荒
な
叙
位
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
徳
子
の
皇
子
出
産
に
喜
悦
し
た
清
盛
の
御

祝
儀
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
頼
政
は
晩
年
に
至
っ
て
思
い
も
か
け
な
い
厚
恩
を
平
家
よ
り
蒙
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
に
も
拘
ら

ず
彼
は
、
こ
の
僅
か
…
年
余
り
後
に
平
氏
に
対
す
る
反
逆
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
分
直
接
的
な
理
由
は
知
る
由
も
な
い
が
、
平
氏
の
ク
ー

デ
タ
ー
に
よ
る
後
白
河
院
幽
閉
と
い
っ
た
事
態
に
強
い
反
発
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
源
氏
始
ま
っ
て
以
来
の
公
卿
の
地
位

も
、
諸
国
源
氏
の
統
率
者
に
相
応
し
い
と
い
う
認
識
を
抱
か
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
巨
大
な
平
氏
の
軍
事
力
に
対
し
、
そ
の
網
の
目
の
外
に
存
し
た
権
門
門
院
の
武
力
と
、
地
方
武
士
の
糾
合
に
よ
っ
て
対
抗
を
企
て
た
頼
政
ら

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
彼
自
身
が
率
い
た
武
力
は
渡
辺
党
以
下
、
摂
津
の
所
領
周
辺
の
武
士
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
頼
政
自
身
は



京
武
者
と
し
て
反
平
氏
蜂
起
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。
治
承
四
（
＝
八
○
）
年
五
月
二
十
五
臼
、
宇
治
川
付
近
の
合
戦
に
お
い
て
頼
政
一
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

は
敗
北
、
以
仁
王
も
ろ
と
も
に
滅
亡
し
去
っ
た
。
院
政
期
の
左
京
武
力
の
中
枢
を
占
め
た
京
武
者
と
し
て
最
後
の
光
荘
を
残
し
、
頼
政
一
族
は

族
滅
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
京
武
平
、
そ
し
て
摂
津
源
氏
｛
門
が
歴
史
の
表
舞
台
を
再
度
華
々
し
く
彩
る
こ
と
は
も
は
や
な
か
っ
た
。

①
　
　
『
中
右
記
』
永
長
二
年
正
月
五
日
条
。

②
　
先
述
の
ご
と
く
仲
正
は
摂
関
家
勾
当
を
勤
仕
し
て
い
た
し
、
『
後
二
条
師
通
記
』

　
承
徳
工
年
八
月
二
十
三
日
条
等
に
師
通
家
の
巾
次
を
行
な
っ
た
記
事
が
あ
る
。

③
『
中
右
記
』
・
『
永
昌
記
』
尤
永
元
年
二
月
五
日
条
。

④
　
『
早
霜
妙
』
保
安
四
年
十
一
月
｝
臼
条
に
「
前
下
野
守
盤
領
」
と
あ
る
。

⑤
　
義
親
の
出
現
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
高
歯
氏
前
掲
苫
（
…
七
九
～
八
九
箇
日
参

　
照
。

③
　
『
中
右
記
』
温
容
元
年
二
月
五
日
条
に
よ
る
と
治
政
は
「
義
親
」
を
日
雇
置
」

　
い
た
常
陸
国
住
人
を
捕
え
る
た
め
に
「
相
コ
具
数
百
人
兵
士
川
蝉
余
日
越
雁
来
常
陸

　
国
嚇
乱
謝
入
百
姓
宅
↓
万
物
推
取
了
。
件
国
八
箇
郡
、
其
後
人
家
煙
　
云
々
。
此

　
事
如
何
、
誠
不
レ
可
レ
為
二
其
功
需
四
人
鍬
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
し
、
『
百
錬
抄
』

　
醸
安
四
年
十
一
月
一
臼
条
で
も
犯
人
は
「
雪
下
義
親
｝
之
幽
被
レ
定
」
と
あ
る
。

⑦
　
以
上
の
宮
歴
は
『
公
卿
補
任
』
保
元
二
年
源
頼
政
項
尻
付
に
よ
る
。

⑧
　
　
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
十
一
日
条
。

⑨
　
　
『
平
安
遺
文
』
二
五
閤
八
号
、
天
養
二
年
三
月
四
達
官
宣
旨
案
（
樒
模
園
大
庭

　
御
厨
古
文
書
）
。

⑩
　
か
か
る
棟
梁
が
出
現
し
た
背
無
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
胴
稿
で
論
じ
る
こ
と
に

　
す
る
。

⑪
以
上
の
官
歴
は
『
公
卿
補
任
』
治
承
二
年
頼
政
項
の
尻
付
に
よ
る
。

⑫
　
仲
綱
の
伊
豆
守
補
任
時
期
は
不
明
だ
が
、
　
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
十
月
二
十
九

　
出
訴
が
伊
豆
守
と
し
て
詑
録
に
現
わ
れ
る
最
初
で
あ
る
。

⑬
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
十
月
二
十
九
日
、
十
一
月

　
一
日
条
、
及
び
『
平
安
遺
文
』
三
四
七
一
～
三
号
、
伊
豆
守
三
綱
諸
文
（
兵
範
記

　
紙
背
文
謎
）
参
照
。

⑮
『
玉
葉
』
承
安
二
年
七
月
九
日
条
。

⑯
『
玉
葉
駈
治
承
元
年
五
月
二
十
二
日
条
。

⑰
『
玉
葉
』
治
承
元
年
四
月
十
九
二
条
。

⑯
『
玉
葉
』
治
承
二
年
十
二
月
二
十
四
日
条
。

⑲
『
玉
葉
』
・
『
山
塊
記
』
五
月
二
十
六
日
条
。
な
お
頼
政
の
挙
兵
か
ら
減
亡
に
至

　
る
行
動
は
、
多
賀
宗
恵
雨
『
源
頼
政
』
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

摂津源氏一門（元木）

む

す

び

　
以
上
、
頼
光
か
ら
頼
政
に
至
る
摂
津
源
氏
一
門
の
興
亡
に
つ
い
て
、
多
田
源
氏
・
美
濃
源
氏
・
頼
政
流
な
ど
の
各
一
族
の
盛
衰
を
通
し
て
論

じ
て
き
た
。
そ
の
主
要
な
論
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
e
　
摂
津
源
氏
の
祖
・
頼
光
、
そ
の
子
着
膨
は
軍
事
貴
族
で
は
あ
っ
た
が
、
軍
事
的
側
面
を
ほ
と
ん
ど
表
出
さ
せ
ず
、
摂
関
家
等
に
対
し
一
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般
受
領
層
と
同
様
に
経
済
奉
仕
を
行
な
う
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
官
職
が
家
職
に
優
越
す
る
段
階
の
軍
事
貴
族
を
「
兵
家
貴
族
」
と
規
定

す
る
。

　
⇔
　
皇
国
の
無
頼
綱
は
父
祖
と
異
な
り
、
摂
関
家
に
対
し
て
家
政
機
関
中
枢
へ
の
参
加
、
所
領
寄
進
を
行
な
い
密
接
な
関
係
を
結
ぶ
と
と
も

に
、
官
職
と
無
関
係
な
軍
事
活
動
も
見
出
さ
れ
、
所
領
に
お
け
る
武
力
の
育
成
・
蓄
積
を
行
な
っ
た
弟
国
房
と
同
様
に
、
兵
家
貴
族
を
脱
却
す

る
萌
芽
を
示
し
た
。

　
⇔
　
十
一
世
紀
後
半
以
降
、
京
に
お
け
る
軍
官
的
緊
張
の
商
揚
へ
の
対
処
、
荘
園
支
配
等
の
目
的
で
、
院
・
摂
関
家
等
の
権
門
は
軍
事
貴
族

を
恒
常
的
に
組
織
し
、
官
職
等
と
無
関
係
に
軍
事
的
に
動
員
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
．
こ
の
た
め
軍
事
貴
族
に
と
っ
て
家
職
は
官
職
と
同
等
以
上

の
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
段
階
の
軍
事
貴
族
を
「
京
黄
老
」
と
称
す
る
。

　
⑳
　
京
武
者
は
自
己
の
狭
隆
な
所
領
を
そ
の
主
た
る
武
力
碁
盤
と
し
、
広
汎
な
在
地
領
主
を
組
織
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
基
本
的

に
荘
園
領
主
権
門
と
結
合
し
、
そ
の
爪
牙
と
し
て
在
地
領
主
を
抑
圧
す
る
立
場
に
あ
っ
た
。

　
㈲
　
国
房
の
子
孫
美
濃
源
氏
は
院
政
に
接
近
し
、
そ
の
爪
牙
と
し
て
官
職
と
無
関
係
に
常
時
武
力
と
し
て
動
員
さ
れ
、
頼
綱
の
子
孫
多
田
源

氏
は
摂
関
家
の
権
門
内
統
制
の
武
力
と
し
て
活
躍
し
、
と
も
に
十
二
世
紀
前
半
に
お
け
る
京
武
老
の
典
型
的
な
行
動
を
示
し
た
。

　
㈹
　
し
か
し
、
保
元
の
乱
に
お
い
て
諸
国
の
広
汎
な
武
士
を
組
織
し
た
武
門
の
棟
梁
、
平
清
盛
・
源
義
朝
が
出
現
す
る
に
及
び
、
院
政
期
在

京
軍
事
力
の
中
枢
を
占
め
た
京
武
者
の
役
割
は
決
定
的
に
低
下
す
る
。
保
元
・
平
治
の
乱
に
お
い
て
彼
ら
の
多
く
は
没
落
し
、
纏
ろ
う
じ
て
生

き
延
び
た
頼
政
も
、
全
盛
期
の
平
氏
に
反
逆
し
て
劇
的
に
滅
亡
し
、
京
武
者
は
歴
史
の
表
面
か
ら
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
。
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さ
て
、
頼
政
の
蜂
起
に
呼
応
し
た
諸
国
武
士
の
反
乱
に
よ
っ
て
平
氏
は
西
歯
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
代
わ

っ
て
入
京
し
た
源
義
仲
の
も
と
で
京
武
者
た
る
摂
津
源
氏
は
一
時
的
に
息
を
吹
き
返
す
。
例
え
ば
寿
永
二
（
一
一
八
三
）
年
七
月
二
十
九
B
に
京

中
の
守
護
を
定
め
た
際
に
、
頼
政
の
単
子
頼
兼
が
大
内
守
護
に
、
ま
た
美
濃
源
氏
の
光
長
が
一
条
の
北
、
東
洞
院
よ
り
梅
宮
に
か
け
て
の
警
護



を
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
（
『
吉
記
』
）
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
義
仲
の
武
力
組
織
の
脆
弱
さ
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
体
制
も
、
義

仲
の
孤
立
、
滅
亡
に
よ
っ
て
崩
壊
し
、
か
わ
っ
て
代
官
範
頼
・
義
経
を
通
し
て
、
頼
朝
の
支
配
が
確
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
義
仲
追
討
に

際
し
て
、
自
身
を
源
氏
唯
一
の
嫡
宗
と
主
張
し
た
（
上
横
手
雅
敬
氏
『
日
本
中
世
政
治
史
研
究
』
一
五
五
頁
な
ど
）
が
、
そ
れ
は
義
仲
以
外
の

源
氏
に
も
共
通
す
る
論
理
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
摂
津
源
氏
の
後
畜
た
ち
は
、
　
門
と
は
言
っ
て
も
頼
朝
の
下
風
に
立
つ
こ
と
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
派
遣
す
る
東
園
御
家
人
に
す
ら
願
使
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
文
治
元
（
＝
八
五
）
年

六
月
、
多
田
行
綱
も
平
氏
・
義
仲
か
ら
守
り
通
し
た
多
田
荘
を
「
き
く
わ
い
に
よ
て
」
と
い
う
呆
気
な
い
理
由
で
奪
い
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
頼
朝
袖
判
大
江
心
元
奉
書
、
多
田
神
社
文
書
）
。
彼
は
そ
の
後
、
没
落
す
る
義
経
を
襲
い
頼
朝
の
歓
心
を
か
わ
ん
と
し
た
が
空
し
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
か
く
て
潤
筆
以
来
の
由
緒
を
も
つ
多
田
荘
は
、
多
田
源
氏
の
手
か
ら
永
久
に
奪
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
～
門
が
か
っ
て
清
和
源
氏
の
嫡

流
に
位
置
し
た
こ
と
を
物
語
る
証
拠
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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The　Settsu・Genji摂津源氏Family

some　phases　of　the　military　nobility

by

Yasuo　Motoki

　　The　propose　of　this　artic1e　1s，　first，　to　make　clear　the　existence　and”

chronology　of　the　Settsu－Genji　family，　and　next，　to　establish　the　chrono－

logical　periods　involved　in　the　formation　of　the　miiltary　nobility，　point－

ing　out　properties　and　characteristics　of　each　period．　ln　deaiing　with

these　topics　some　attention　will　be　given　to　the　weaknesses　of　the　main

Settsu－Genji　fami1ies：　the　Toda－Genji，　in　line　ef　descent　from　Yoritsuna，

which　includes　Yorimitsu　and　Yorikuni；　and　the　Mino－Genji’，　who　follow

frorn　Kunifusa　and　the　fami1ies　of　Nakamasa　and　Yorimasa．

　　In　the　begining　of　the　eleventh　century　these　families　were　in　the

“Heika　Kizoku”　period．　Whi1e　their　social　status　was　that　of　miiitary

nobility，　they　did　not　often　exercise　tkeir　military　funct1on．　However，

lateiT　in　the　same　century　they　linked　themselves　with　powerfu1　families

like　the　In　and　Sekkan－ke，　and　regulariy．　performed　bellic　tasl〈s　both　fot．／i’

those　families　and　otherwise．　This　period　is　called　the　“Kyomusha”’

period．　Their　military　strength’　was　on　a　precarious　foundation　since”

they　were　placed　in　oppositlon　to　the　rural　loads．　Later，　as　Taira　no”

Kiyomori　and　Minarnoto－no－YoshitomQ　succeeded　in　conso1idating　a　very’

Wide　power　base　from　the　ranks　of　the　rEral　loads，　the　Settsu－Genji　never

managed　to　go　beyend　the　gains　made　during　the　“Kyo－musha”　period．

The　Jitian　Yanggu寄田仰穀

by

Mitsuo　Yamamoto

　　According　to　Hanshu　Xiyu－chuan『漢書』西域伝，　they　had　a　practice

called　jitian　yanggu　in　the　district　of　Tarim　Basin　in　the　lst　century　B．

（972）




